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収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営高層耐火 勝どき五丁目アパート（７号棟） 中央区勝どき5-8 33.6 5 28,200 55,100

一般都営高層耐火 勝どき二丁目アパート（２号棟） 中央区勝どき2-9 42.0 1 36,900 76,600

一般都営中層耐火 南麻布四丁目アパート（１号棟） 港区南麻布4-3 34.8 1 30,500 100,000

一般都営高層耐火 芝五丁目アパート（１号棟） 港区芝5-18 34.3 6 33,100 86,700

一般都営高層耐火 芝五丁目アパート（２号棟） 港区芝5-18 42.2 2 40,900 94,700

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（９号棟） 新宿区戸山2-9 38.3 1 32,000 77,000

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（１５号棟） 新宿区戸山2-15 38.3 1 32,000 77,000

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（２０号棟） 新宿区戸山2-20 38.3 1 32,600 76,200

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（３号棟） 新宿区戸山2-3 41.0 1 34,600 90,700

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（４号棟） 新宿区戸山2-4 38.3 1 32,500 79,800

一般都営中層耐火 戸山ハイツアパート（２３号棟） 新宿区戸山2-23 38.8 1 32,700 80,100

一般都営高層耐火 戸山ハイツアパート（２８号棟） 新宿区戸山2-28 43.3 1 37,100 81,000

一般都営中層耐火 西大久保アパート（１号棟） 新宿区大久保3-13 48.1 1 41,300 79,900

一般都営高層耐火 早稲田アパート（１号棟） 新宿区西早稲田1-9 34.4 4 29,200 52,900

一般都営高層耐火 早稲田アパート（２号棟） 新宿区西早稲田1-9 34.4 2 29,200 52,900

一般都営高層耐火 東大久保一丁目アパート（１号棟） 新宿区新宿6-13 42.2 1 36,100 67,200

一般都営高層耐火 文京真砂アパート（１４号棟） 文京区本郷4-15 35.8 1 30,500 67,900

一般都営高層耐火 本駒込四丁目アパート（１５号棟） 文京区本駒込4-35 42.2 2 36,200 68,200

一般都営高層耐火 白鬚東アパート（５号棟） 墨田区堤通2-5 59.7 1 43,900 70,200

一般都営高層耐火 立花六丁目アパート（１号棟） 墨田区立花6-8 55.9 36 40,600 77,900

一般都営高層耐火 立花六丁目アパート（２号棟） 墨田区立花6-8 55.9 33 40,600 77,900

一般都営高層耐火 大島四丁目アパート（２号棟） 江東区大島4-21 51.2 1 42,300 80,300

一般都営中層耐火 大島四丁目アパート（３号棟） 江東区大島4-21 51.0 1 43,200 81,800

一般都営高層耐火 亀戸七丁目アパート（１２号棟） 江東区亀戸7-57 42.2 2 34,400 54,000

一般都営中層耐火 東砂一丁目第２アパート（２号棟） 江東区東砂1-5 42.3 1 34,000 55,200

一般都営中層耐火 辰巳一丁目アパート（３６号棟） 江東区辰巳1-8 36.6 1 28,600 54,300

一般都営中層耐火 辰巳一丁目アパート（８５号棟） 江東区辰巳1-10 33.4 1 26,100 52,600

一般都営中層耐火 東砂二丁目アパート（５号棟） 江東区東砂2-13 33.4 1 26,200 43,800

一般都営中層耐火 東砂二丁目アパート（７号棟） 江東区東砂2-13 33.4 1 26,200 43,800

一般都営高層耐火 東陽三丁目アパート（１号棟） 江東区東陽3-22 37.9 3 30,700 41,300

一般都営高層耐火 東陽三丁目アパート（２号棟） 江東区東陽3-22 34.4 4 27,900 38,600

一般都営高層耐火 南砂四丁目アパート（１号棟） 江東区南砂4-4 37.9 3 30,700 53,700

一般都営高層耐火 南砂四丁目アパート（２号棟） 江東区南砂4-4 34.3 1 27,800 50,700

一般都営高層耐火 南砂六丁目アパート（２号棟） 江東区南砂6-5 51.2 1 43,400 88,400
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一般都営高層耐火 亀戸九丁目アパート（２号棟） 江東区亀戸9-33 51.2 1 42,600 72,000

一般都営高層耐火 北品川第２アパート（１号棟） 品川区北品川1-7 37.9 1 33,200 82,600

一般都営高層耐火 北品川第２アパート（２号棟） 品川区北品川1-7 34.4 1 30,500 80,000

一般都営高層耐火 東品川第３アパート（１１号棟） 品川区東品川3-32 37.9 1 33,000 52,000

一般都営中層耐火 八潮五丁目アパート（５号棟） 品川区八潮5-1 62.5 2 54,800 95,700

一般都営中層耐火 大森西三丁目第３アパート（６号棟） 大田区大森西3-11 36.4 1 28,800 56,100

一般都営高層耐火 西六郷四丁目アパート（２号棟） 大田区西六郷4-25 55.9 1 46,100 81,400

一般都営中層耐火 本羽田二丁目アパート（１０号棟） 大田区本羽田2-10 33.4 2 25,900 37,600

一般都営高層耐火 矢口二丁目アパート（１５号棟） 大田区矢口2-21 32.9 3 26,000 38,700

一般都営高層耐火 矢口二丁目アパート（１６号棟） 大田区矢口2-21 36.5 1 28,800 41,400

一般都営高層耐火 東糀谷六丁目アパート（１号棟） 大田区東糀谷6-9 42.2 2 33,500 51,300

一般都営高層耐火 東糀谷六丁目アパート（７号棟） 大田区東糀谷6-8 42.2 1 33,500 51,300

一般都営中層耐火 西糀谷二丁目第２アパート（４号棟） 大田区西糀谷2-26 42.3 1 34,700 61,500

一般都営中層耐火 萩中一丁目アパート（１３号棟） 大田区萩中1-3 39.0 1 31,100 62,600

一般都営中層耐火 多摩川二丁目第２アパート（１９号棟） 大田区多摩川2-24 48.1 1 40,200 77,700

一般都営高層耐火 大森東一丁目アパート（２号棟） 大田区大森東1-31 59.6 1 49,900 89,400

一般都営高層耐火 大森東一丁目アパート（６号棟） 大田区大森東1-36 59.6 1 49,900 89,400

一般都営中層耐火 梅丘一丁目アパート（１号棟） 世田谷区梅丘1-37 42.3 1 34,500 84,000

一般都営中層耐火 梅丘一丁目アパート（４号棟） 世田谷区梅丘1-40 51.0 1 42,400 98,800

一般都営中層耐火 玉川台二丁目アパート（１号棟） 世田谷区玉川台2-6 59.6 2 51,100 128,700

一般都営中層耐火 玉川台二丁目アパート（２号棟） 世田谷区玉川台2-6 51.0 2 43,800 110,200

一般都営中層耐火 赤堤三丁目アパート（７号棟） 世田谷区赤堤3-1 59.6 3 51,200 126,300

一般都営中層耐火 赤堤三丁目アパート（７号棟） 世田谷区赤堤3-1 55.9 1 48,100 118,400

一般都営中層耐火 用賀一丁目アパート（１８号棟） 世田谷区用賀1-17 59.6 1 50,900 125,900

一般都営中層耐火 用賀一丁目アパート（９号棟） 世田谷区用賀1-16 59.6 1 50,900 125,900

一般都営中層耐火 弦巻五丁目アパート（１号棟） 世田谷区弦巻5-3 39.0 1 30,900 77,400

一般都営中層耐火 等々力六丁目アパート（５号棟） 世田谷区等々力6-34 42.3 1 35,300 79,000

一般都営中層耐火 等々力六丁目アパート（６号棟） 世田谷区等々力6-34 51.0 1 42,600 95,200

一般都営中層耐火 喜多見二丁目アパート（５号棟） 世田谷区喜多見2-10 51.0 1 40,100 68,900

一般都営中層耐火 喜多見二丁目アパート（６号棟） 世田谷区喜多見2-10 55.9 1 43,900 75,500

一般都営中層耐火 駒沢三丁目アパート（７号棟） 世田谷区駒沢3-22 51.0 3 42,500 98,700

一般都営中層耐火 駒沢三丁目アパート（１０号棟） 世田谷区駒沢3-22 51.0 4 42,500 98,700

一般都営高層耐火 幡ヶ谷二丁目アパート（１号棟） 渋谷区幡ケ谷2-1 37.9 1 32,700 79,000

一般都営高層耐火 広尾五丁目アパート（１号棟） 渋谷区広尾5-7 37.9 3 35,700 103,600

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営高層耐火 広尾五丁目アパート（２－３号棟） 渋谷区広尾5-7 34.3 4 32,300 100,600

一般都営高層耐火 南大塚二丁目アパート（１号棟） 豊島区南大2-36 42.2 1 35,800 62,300

一般都営高層耐火 駒込二丁目アパート（３号棟） 豊島区駒込2-2 51.2 1 43,200 79,400

一般都営中層耐火 西ケ丘二丁目第２アパート（１０号棟） 北区西が丘2-16 51.0 1 41,000 77,700

一般都営高層耐火 王子本町アパート（１６号棟） 北区王子本町3-4 37.3 1 29,200 58,900

一般都営中層耐火 堀船三丁目アパート（１１号棟） 北区堀船3-16 55.9 15 44,700 73,900

一般都営中層耐火 滝野川三丁目アパート（７号棟） 北区滝野川3-68 39.0 1 30,400 57,900

一般都営中層耐火 赤羽西五丁目アパート（６号棟） 北区赤羽西5-6 36.4 1 28,300 52,700

一般都営中層耐火 上中里二丁目アパート（１４号棟） 北区上中里2-13 39.0 1 29,400 59,100

一般都営中層耐火 赤羽北三丁目アパート（６号棟） 北区赤羽北3-11 56.8 1 44,900 90,500

一般都営高層耐火 南千住二丁目アパート（１号棟） 荒川区南千住2-33 42.2 1 30,400 59,000

一般都営高層耐火 坂下一丁目アパート（３号棟） 板橋区坂下1-11 36.1 1 26,900 43,400

一般都営中層耐火 前野町五丁目第３アパート（３号棟） 板橋区前野町5-18 55.9 3 43,100 86,400

一般都営中層耐火 前野町五丁目第３アパート（４号棟） 板橋区前野町5-18 59.6 2 45,900 92,100

一般都営中層耐火 小茂根一丁目アパート（１号棟） 板橋区小茂根1-6 55.9 12 43,700 92,900

一般都営中層耐火 志村三丁目アパート（１０号棟） 板橋区志村3-10 51.0 2 39,300 66,300

一般都営高層耐火 新河岸一丁目アパート（２号棟） 板橋区新河岸1-3 51.2 2 38,300 70,500

一般都営中層耐火 平和台二丁目アパート（１号棟） 練馬区平和台2-45 55.9 1 44,700 101,400

一般都営中層耐火 豊玉中一丁目第２アパート（１号棟） 練馬区豊玉中1-9 55.9 4 44,000 94,900

一般都営中層耐火 練馬春日町三丁目第２アパート（２号棟） 練馬区春日町3-3 55.9 1 43,700 94,600

一般都営中層耐火 練馬春日町三丁目第２アパート（３号棟） 練馬区春日町3-4 55.9 1 43,900 94,600

一般都営中層耐火 練馬春日町三丁目第２アパート（４号棟） 練馬区春日町3-4 55.9 2 43,700 94,600

一般都営中層耐火 練馬春日町三丁目第４アパート（１号棟） 練馬区春日町3-18 55.9 6 44,300 99,300

一般都営中層耐火 練馬春日町三丁目第４アパート（２号棟） 練馬区春日町3-18 55.9 1 44,300 99,300

一般都営中層耐火 練馬関町北三丁目第２アパート（１号棟） 練馬区関町北3-9 55.9 3 44,100 95,500

一般都営中層耐火 練馬関町北三丁目第２アパート（２号棟） 練馬区関町北3-9 51.0 2 40,200 87,200

一般都営中層耐火 練馬関町北三丁目第２アパート（３号棟） 練馬区関町北3-9 62.1 2 49,000 106,200

一般都営中層耐火 練馬関町北三丁目第２アパート（４号棟） 練馬区関町北3-9 62.1 1 49,000 106,200

一般都営中層耐火 練馬関町北三丁目第２アパート（５号棟） 練馬区関町北3-9 62.1 2 49,000 106,200

一般都営中層耐火 練馬北町八丁目アパート（４号棟） 練馬区北町8-30 55.9 1 44,100 94,700

一般都営中層耐火 練馬北町八丁目アパート（５号棟） 練馬区北町8-30 59.6 2 47,100 101,000

一般都営中層耐火 練馬北町八丁目アパート（６号棟） 練馬区北町8-30 55.9 3 44,100 94,700

一般都営中層耐火 貫井四丁目アパート（１号棟） 練馬区貫井4-36 55.9 1 43,900 92,300

一般都営中層耐火 貫井四丁目アパート（５号棟） 練馬区貫井4-35 51.0 2 40,000 84,300
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一般都営中層耐火 練馬春日町三丁目第３アパート（１号棟） 練馬区春日町3-31 48.1 1 37,600 77,300

一般都営中層耐火 南田中アパート（４３号棟） 練馬区石神井町1-1 37.0 1 26,700 54,900

一般都営中層耐火 豊玉中一丁目アパート（１号棟） 練馬区豊玉中1-23 42.3 2 32,500 67,800

一般都営中層耐火 豊玉中一丁目アパート（２号棟） 練馬区豊玉中1-23 51.0 3 39,200 81,800

一般都営中層耐火 豊玉中一丁目アパート（３号棟） 練馬区豊玉中1-23 51.0 1 39,200 81,800

一般都営中層耐火 練馬関町一丁目アパート（１号棟） 練馬区関町南2-15 55.9 3 43,100 86,200

一般都営中層耐火 練馬関町一丁目アパート（２号棟） 練馬区関町南2-16 55.9 3 43,500 87,700

一般都営中層耐火 立野町アパート（１号棟） 練馬区立野町13-6 55.9 2 43,600 87,900

一般都営中層耐火 立野町アパート（２号棟） 練馬区立野町13-11 55.9 7 43,800 89,000

一般都営中層耐火 練馬春日町四丁目第２アパート（３号棟） 練馬区春日町4-12 48.1 2 37,600 77,700

一般都営中層耐火 練馬春日町四丁目第２アパート（４号棟） 練馬区春日町4-12 55.9 5 43,700 90,300

一般都営中層耐火 練馬春日町四丁目第２アパート（５号棟） 練馬区春日町4-12 55.9 5 43,700 90,300

一般都営中層耐火 貫井一丁目第２アパート（１号棟） 練馬区貫井1-25 55.9 1 43,800 90,900

一般都営高層耐火 光が丘第２アパート（５－５－６号棟） 練馬区光が丘5-5 61.4 1 49,200 111,700

一般都営中層耐火 関原二丁目アパート（２０号棟） 足立区関原2-14 51.0 10 36,200 65,100

一般都営中層耐火 島根二丁目アパート（１号棟） 足立区島根2-29 51.0 4 36,300 64,300

一般都営中層耐火 島根二丁目アパート（４号棟） 足立区島根2-29 59.6 4 43,500 84,100

一般都営中層耐火 伊興町本町アパート（１号棟） 足立区伊興5-2 59.6 5 43,200 81,200

一般都営中層耐火 西保木間三丁目第２アパート（３号棟） 足立区西保木間3-17 48.1 1 34,400 59,900

一般都営高層耐火 西保木間三丁目アパート（６号棟） 足立区西保木間3-6 34.3 1 23,600 39,400

一般都営中層耐火 西保木間三丁目アパート（９号棟） 足立区西保木間3-11 39.0 1 26,500 46,600

一般都営中層耐火 六月二丁目第２アパート（１号棟） 足立区六月2-24 55.9 7 40,100 73,200

一般都営中層耐火 六月二丁目第２アパート（２号棟） 足立区六月2-25 48.1 7 34,500 63,000

一般都営中層耐火 六月二丁目第２アパート（３号棟） 足立区六月2-26 55.9 4 40,500 74,700

一般都営中層耐火 六月二丁目第２アパート（４号棟） 足立区六月2-27 55.9 5 40,500 74,700

一般都営中層耐火 六月二丁目第２アパート（５号棟） 足立区六月2-29 55.9 1 40,500 74,700

一般都営中層耐火 西保木間一丁目第２アパート（１号棟） 足立区西保木間1-2 55.9 4 40,800 78,100

一般都営中層耐火 西保木間一丁目第２アパート（２号棟） 足立区西保木間1-2 55.9 4 40,800 78,100

一般都営中層耐火 西保木間一丁目第２アパート（３号棟） 足立区西保木間1-3 48.1 4 35,100 67,200

一般都営中層耐火 西保木間一丁目第２アパート（４号棟） 足立区西保木間1-3 55.9 16 40,800 78,100

一般都営中層耐火 青井四丁目アパート（１号棟） 足立区青井4-36 59.6 3 44,300 93,500

一般都営中層耐火 青井四丁目アパート（２号棟） 足立区青井4-36 51.0 7 37,900 80,000

一般都営中層耐火 青井四丁目アパート（３号棟） 足立区青井4-37 59.6 8 44,300 93,500

一般都営中層耐火 弘道二丁目アパート（１号棟） 足立区弘道2-16 59.6 1 44,100 91,700

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営中層耐火 六月二丁目第４アパート（２号棟） 足立区六月2-8 59.6 5 43,000 76,800

一般都営中層耐火 六月二丁目第４アパート（３号棟） 足立区六月2-8 51.0 2 36,800 65,800

一般都営中層耐火 六月二丁目第４アパート（１号棟） 足立区六月2-8 59.6 1 43,600 84,300

一般都営中層耐火 保木間第４アパート（１１号棟） 足立区東保木間1-5 33.4 1 22,400 38,700

一般都営中層耐火 西保木間四丁目アパート（３号棟） 足立区西保木間4-1 37.3 1 25,100 44,100

一般都営中層耐火 西保木間四丁目アパート（６号棟） 足立区西保木間4-3 33.4 1 22,600 39,400

一般都営中層耐火 西保木間四丁目アパート（９号棟） 足立区西保木間4-3 33.4 1 22,500 39,400

一般都営中層耐火 千住元町アパート（１号棟） 足立区千住元町34 33.4 1 22,800 27,900

一般都営高層耐火 千住元町アパート（２号棟） 足立区千住元町34 37.9 1 26,300 36,200

一般都営高層耐火 千住元町アパート（３号棟） 足立区千住元町34 33.6 2 23,300 33,300

一般都営中層耐火 辰沼町アパート（６号棟） 足立区辰沼1-2 35.7 1 24,100 41,100

一般都営中層耐火 六ツ木町アパート（１１号棟） 足立区六木1-5 35.7 1 23,900 39,500

一般都営中層耐火 六ツ木町アパート（１２号棟） 足立区六木1-5 35.7 1 23,900 39,500

一般都営中層耐火 六ツ木町アパート（１５号棟） 足立区六木1-5 37.7 1 25,100 41,300

一般都営高層耐火 六ツ木町アパート（１８号棟） 足立区六木1-5 40.5 1 27,300 45,800

一般都営高層耐火 鹿浜五丁目アパート（１２号棟） 足立区鹿浜5-24 41.0 1 28,100 46,900

一般都営高層耐火 鹿浜五丁目アパート（１３号棟） 足立区鹿浜5-24 41.0 4 28,100 46,900

一般都営高層耐火 鹿浜五丁目アパート（１４号棟） 足立区鹿浜5-24 41.0 1 28,100 46,900

一般都営中層耐火 舎人町アパート（１号棟） 足立区舎人6-11 51.0 1 36,100 62,600

一般都営中層耐火 舎人町アパート（３号棟） 足立区舎人6-12 42.3 1 29,500 43,900

一般都営中層耐火 花畑第６アパート（２号棟） 足立区花畑2-16 51.0 1 35,400 51,400

一般都営中層耐火 平野三丁目第２アパート（５号棟） 足立区平野3-14 51.0 4 36,100 62,600

一般都営中層耐火 平野三丁目第２アパート（７号棟） 足立区平野3-14 51.0 11 36,100 62,600

一般都営高層耐火 六木三丁目アパート（５号棟） 足立区六木3-39 55.9 1 39,600 73,200

一般都営高層耐火 六木三丁目アパート（６号棟） 足立区六木3-39 55.9 1 39,600 73,200

一般都営高層耐火 足立加賀二丁目アパート（３号棟） 足立区加賀2-31 55.9 41 39,700 71,700

一般都営高層耐火 足立加賀二丁目アパート（４号棟） 足立区加賀2-31 55.9 22 39,700 71,700

一般都営高層耐火 足立加賀二丁目アパート（６号棟） 足立区加賀2-31 55.9 14 39,700 71,700

一般都営高層耐火 足立加賀二丁目アパート（７号棟） 足立区加賀2-31 55.9 28 39,700 71,700

一般都営中層耐火 足立加賀二丁目アパート（５号棟） 足立区加賀2-31 55.9 7 39,900 69,000

一般都営中層耐火 青井三丁目第２アパート（３号棟） 足立区青井3-30 55.9 6 41,400 87,100

一般都営中層耐火 青井三丁目第２アパート（４号棟） 足立区青井3-30 55.9 11 41,400 87,100

一般都営中層耐火 青井三丁目第２アパート（２号棟） 足立区青井3-31 51.0 7 37,800 79,500

一般都営高層耐火 青井三丁目第２アパート（１号棟） 足立区青井3-29 51.2 12 38,000 77,900
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一般都営中層耐火 上千葉アパート（３号棟） 葛飾区堀切8-8 59.6 6 45,100 94,200

一般都営中層耐火 亀有二丁目第４アパート（１号棟） 葛飾区亀有2-11 59.6 6 45,300 95,300

一般都営中層耐火 亀有二丁目第４アパート（２号棟） 葛飾区亀有2-11 59.6 3 45,300 95,300

一般都営中層耐火 亀有二丁目第４アパート（３号棟） 葛飾区亀有2-11 55.9 6 42,300 89,300

一般都営中層耐火 亀有二丁目第４アパート（４号棟） 葛飾区亀有2-11 59.6 7 45,300 95,300

一般都営中層耐火 奥戸一丁目アパート（１号棟） 葛飾区奥戸1-12 59.6 7 44,800 84,400

一般都営中層耐火 奥戸一丁目アパート（２号棟） 葛飾区奥戸1-13 59.6 5 44,800 84,400

一般都営中層耐火 奥戸一丁目アパート（２号棟） 葛飾区奥戸1-13 55.9 4 42,000 81,000

一般都営中層耐火 白鳥三丁目アパート（１号棟） 葛飾区白鳥3-2 59.6 1 45,000 91,200

一般都営中層耐火 亀有一丁目第２アパート（１号棟） 葛飾区亀有1-3 55.9 3 41,800 80,400

一般都営中層耐火 亀有一丁目第２アパート（１号棟） 葛飾区亀有1-3 48.1 2 35,900 69,200

一般都営中層耐火 亀有一丁目第２アパート（２号棟） 葛飾区亀有1-3 59.6 8 45,000 91,600

一般都営中層耐火 亀有一丁目第３アパート（１号棟） 葛飾区亀有1-13 59.6 1 44,900 92,400

一般都営中層耐火 亀有一丁目第３アパート（１号棟） 葛飾区亀有1-13 51.0 1 38,400 79,100

一般都営中層耐火 西亀有二丁目第５アパート（１号棟） 葛飾区西亀有2-52 59.6 1 45,600 99,700

一般都営中層耐火 柴又五丁目アパート（１号棟） 葛飾区柴又5-20 55.9 4 41,400 79,200

一般都営中層耐火 柴又一丁目アパート（１号棟） 葛飾区柴又1-38 56.8 1 41,800 78,800

一般都営高層耐火 西新小岩一丁目アパート（１号棟） 葛飾区西新小岩1-1 55.9 2 42,400 74,200

一般都営中層耐火 南水元一丁目アパート（７号棟） 葛飾区南水元1-30 55.8 1 41,400 78,900

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（２号棟） 葛飾区西水元5-4 59.6 3 43,100 76,500

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（３号棟） 葛飾区西水元5-4 59.6 10 43,100 76,500

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（４号棟） 葛飾区西水元5-4 59.6 6 43,100 76,500

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（５号棟） 葛飾区西水元5-9 59.6 3 43,100 76,500

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（６号棟） 葛飾区西水元5-9 59.6 1 43,100 76,500

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（７号棟） 葛飾区西水元5-9 59.6 3 43,100 76,500

一般都営中層耐火 西水元五丁目アパート（１号棟） 葛飾区西水元5-3 59.6 5 43,500 78,900

一般都営高層耐火 平井一丁目アパート（５号棟） 江戸川区平井3-4 37.9 1 27,800 52,100

一般都営高層耐火 平井一丁目アパート（１２号棟） 江戸川区平井3-4 34.4 1 25,200 47,300

一般都営中層耐火 平井四丁目アパート（１号棟） 江戸川区平井7-23 39.0 1 28,300 47,800

一般都営中層耐火 平井七丁目第５アパート（３６号棟） 江戸川区平井7-25 42.3 1 31,900 51,400

一般都営高層耐火 清新町二丁目アパート（２号棟） 江戸川区清新町2-8 55.9 1 44,100 85,200

一般都営中層耐火 大和田七丁目アパート（２号棟） 八王子市大和田町7-6 60.9 1 32,800 66,300

一般都営中層耐火 八王子高倉町第２アパート（１号棟） 八王子市高倉町12-4 59.6 1 34,500 71,000

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（３－４－１号棟） 八王子市南大沢3-4 60.7 1 35,200 74,300

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営高層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（３－４－６号棟） 八王子市南大沢3-4 61.4 2 35,800 80,900

一般都営高層耐火 多摩ニュータウン南大沢団地（３－４－４号棟） 八王子市南大沢3-4 61.4 2 35,800 80,900

一般都営中層耐火 羽衣町一丁目アパート（２号棟） 立川市羽衣町1-5 55.9 1 33,800 75,600

一般都営中層耐火 立川松中アパート（１６号棟） 立川市一番町5-8 35.7 4 17,000 32,300

一般都営中層耐火 立川富士見町六丁目アパート（５５号棟） 立川市富士見町6-55 52.4 1 28,800 55,600

一般都営中層耐火 立川富士見町六丁目アパート（５６号棟） 立川市富士見町6-56 52.4 1 28,800 55,600

一般都営中層耐火 立川錦町六丁目アパート（２号棟） 立川市錦町6-6 55.9 1 32,500 74,500

一般都営中層耐火 立川錦町六丁目アパート（１号棟） 立川市錦町6-6 55.9 1 32,500 74,500

一般都営中層耐火 上連雀六丁目アパート（５号棟） 三鷹市上連雀6-10 55.9 1 41,900 96,000

一般都営高層耐火 中原四丁目第２アパート（２号棟） 三鷹市中原4-35 51.2 1 36,100 58,900

一般都営中層耐火 府中美好町二丁目アパート（１号棟） 府中市美好町2-4 51.0 2 28,600 65,500

一般都営中層耐火 天神町二丁目アパート（１号棟） 府中市天神町2-10 55.9 7 35,900 86,800

一般都営中層耐火 天神町二丁目アパート（２号棟） 府中市天神町2-10 62.1 5 39,900 96,500

一般都営中層耐火 天神町二丁目アパート（３号棟） 府中市天神町2-10 62.1 9 39,900 96,500

一般都営中層耐火 天神町二丁目アパート（４号棟） 府中市天神町2-10 62.1 3 39,900 96,500

一般都営高層耐火 昭島玉川町アパート（１号棟） 昭島市玉川町1-8 42.6 1 20,100 48,800

一般都営中層耐火 昭島東町一丁目アパート（３号棟） 昭島市東町1-15 51.0 14 26,900 61,700

一般都営中層耐火 昭島東町一丁目アパート（３号棟） 昭島市東町1-15 42.3 2 22,700 50,900

一般都営中層耐火 調布富士見町三丁目アパート（１号棟） 調布市富士見町3-17 62.1 7 37,800 95,600

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（２号棟） 調布市国領町3-8 53.5 4 29,600 68,100

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（３号棟） 調布市国領町3-8 45.2 3 25,000 57,500

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（５号棟） 調布市国領町3-8 45.1 4 25,000 57,400

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（７号棟） 調布市国領町8-1 51.2 1 30,300 78,100

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（８号棟） 調布市国領町8-1 51.2 5 30,300 78,100

一般都営高層耐火 調布くすのきアパート（９号棟） 調布市国領町8-1 51.2 2 30,300 78,100

一般都営中層耐火 調布深大寺町第２アパート（１号棟） 調布市深大寺元町4-35 51.0 8 31,000 72,700

一般都営中層耐火 調布深大寺町第２アパート（２号棟） 調布市深大寺元町4-35 62.1 5 37,800 88,600

一般都営中層耐火 調布深大寺町第２アパート（３号棟） 調布市深大寺元町4-35 62.1 4 37,800 88,600

一般都営中層耐火 調布富士見町四丁目アパート（２号棟） 調布市富士見町4-14 62.1 5 37,500 91,300

一般都営中層耐火 調布富士見町四丁目アパート（１号棟） 調布市富士見町4-14 51.0 5 30,800 75,000

一般都営中層耐火 調布富士見町一丁目アパート（１号棟） 調布市富士見町1-8 55.9 1 32,800 76,600

一般都営中層耐火 調布深大寺町アパート（４号棟） 調布市深大寺東町8-24 62.1 1 37,700 96,400

一般都営中層耐火 菊野台一丁目アパート（１号棟） 調布市菊野台1-7 62.1 6 38,600 101,600

一般都営中層耐火 調布ケ丘二丁目アパート（１号棟） 調布市調布ケ丘2-28 62.1 5 39,500 104,500
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一般都営中層耐火 調布ケ丘二丁目アパート（２号棟） 調布市調布ケ丘2-28 55.9 4 35,600 94,000

一般都営中層耐火 染地一丁目アパート（３号棟） 調布市染地1-1 60.2 1 36,300 90,500

一般都営中層耐火 染地一丁目アパート（６号棟） 調布市染地1-1 60.2 1 36,300 90,500

一般都営中層耐火 染地一丁目アパート（８号棟） 調布市染地3-3 55.9 1 32,700 76,200

一般都営中層耐火 町田中町四丁目アパート（３号棟） 町田市中町4-8 59.6 1 35,200 80,600

一般都営中層耐火 金森第３アパート（３号棟） 町田市金森7-19 60.2 1 34,200 68,500

一般都営中層耐火 成瀬アパート（８号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 30,200 60,900

一般都営中層耐火 成瀬アパート（１号棟） 町田市成瀬7-10 55.9 1 31,200 62,400

一般都営高層耐火 森野二丁目アパート（４６号棟） 町田市森野2-2 55.9 35 32,500 80,400

一般都営中層耐火 町田金森第２アパート（１号棟） 町田市金森2-31 55.9 1 30,600 61,800

一般都営中層耐火 忠生四丁目アパート（１号棟） 町田市忠生4-9 55.9 5 30,200 58,800

一般都営中層耐火 忠生四丁目アパート（２号棟） 町田市忠生4-12 55.9 8 30,200 58,800

一般都営中層耐火 忠生四丁目アパート（３号棟） 町田市忠生4-10 62.1 1 33,500 65,400

一般都営中層耐火 忠生四丁目アパート（３号棟） 町田市忠生4-10 55.9 10 30,200 58,800

一般都営中層耐火 忠生四丁目アパート（４号棟） 町田市忠生4-6 55.9 9 30,200 58,800

一般都営高層耐火 武蔵岡アパート（１０号棟） 町田市相原町3190 55.9 1 30,000 62,700

一般都営中層耐火 日野平山アパート（５号棟） 日野市平山4-20 33.4 1 15,000 30,000

一般都営中層耐火 日野新井アパート（１号棟） 日野市新井3-1 35.7 2 15,900 33,500

一般都営中層耐火 日野三沢アパート（１号棟） 日野市三沢1130-2 38.3 1 17,900 39,100

一般都営中層耐火 東村山萩山町二丁目アパート（５号棟） 東村山市萩山町2-13 48.1 1 28,400 60,300

一般都営中層耐火 東村山富士見町アパ－ト（１号棟） 東村山市富士見町2-9 42.3 1 22,900 46,500

一般都営中層耐火 東村山富士見町アパ－ト（２号棟） 東村山市富士見町2-9 42.3 8 22,900 46,500

一般都営中層耐火 東村山富士見町アパ－ト（３号棟） 東村山市富士見町2-9 42.3 5 22,900 46,500

一般都営中層耐火 国分寺西町一丁目アパート（２号棟） 国分寺市西町1-2 59.6 1 34,900 82,800

一般都営高層耐火 国分寺南町三丁目アパート（２５号棟） 国分寺市南町3-9 59.6 9 37,500 106,700

一般都営高層耐火 国分寺南町三丁目アパート（２５号棟） 国分寺市南町3-9 59.6 6 38,000 108,100

一般都営中層耐火 国分寺南町三丁目アパート（２０号棟） 国分寺市南町3-9 51.0 2 32,500 88,200

一般都営高層耐火 田無緑町三丁目アパート（３号棟） 西東京市緑町3-8 55.9 1 35,000 81,200

一般都営中層耐火 田無北原町アパート（７号棟） 西東京市北原町2-2 61.3 7 38,600 90,100

一般都営中層耐火 田無北原町アパート（８号棟） 西東京市北原町2-2 58.1 1 36,600 85,400

一般都営中層耐火 田無北原町アパート（１号棟） 西東京市北原町1-35 60.5 2 38,100 88,900

一般都営中層耐火 田無北原町アパート（２号棟） 西東京市北原町1-35 60.5 1 38,100 88,900

一般都営中層耐火 田無北原町アパート（３号棟） 西東京市北原町1-35 55.9 1 35,200 82,100

一般都営中層耐火 田無北原町アパート（４号棟） 西東京市北原町2-12 62.1 6 38,900 91,300

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
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収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
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一般都営中層耐火 田無北原町アパート（５号棟） 西東京市北原町2-12 60.5 5 37,900 88,900

一般都営中層耐火 田無北原町アパート（６号棟） 西東京市北原町2-12 58.1 1 36,600 85,400

一般都営中層耐火 田無芝久保四丁目アパート（１号棟） 西東京市芝久保町4-25 51.1 5 31,500 72,300

一般都営中層耐火 田無芝久保四丁目アパート（２号棟） 西東京市芝久保町4-25 56.8 7 34,900 80,300

一般都営中層耐火 田無芝久保四丁目アパート（３号棟） 西東京市芝久保町4-25 60.2 6 37,000 85,200

一般都営中層耐火 田無芝久保四丁目アパート（４号棟） 西東京市芝久保町4-25 56.8 9 34,900 80,300

一般都営中層耐火 田無芝久保四丁目アパート（５号棟） 西東京市芝久保町4-25 56.8 3 34,900 80,300

一般都営中層耐火 田無芝久保四丁目アパート（６号棟） 西東京市芝久保町4-25 60.2 4 37,200 85,200

一般都営中層耐火 田無芝久保四丁目アパート（７号棟） 西東京市芝久保町4-25 56.8 1 35,100 80,300

一般都営中層耐火 田無緑町一丁目アパート（３号棟） 西東京市緑町1-5 61.5 1 39,300 93,200

一般都営中層耐火 田無本町七丁目アパート（２２号棟） 西東京市田無町7-13 56.8 1 34,000 74,800

一般都営中層耐火 田無芝久保三丁目アパート（４号棟） 西東京市芝久保町3-3 61.3 2 37,800 86,100

一般都営高層耐火 田無谷戸町一丁目アパート（２号棟） 西東京市谷戸町1-17 59.6 28 38,200 92,300

一般都営中層耐火 柳沢二丁目アパート（１号棟） 西東京市柳沢2-15 62.1 1 38,300 89,400

一般都営中層耐火 柳沢二丁目アパート（４号棟） 西東京市柳沢2-13 62.1 1 38,500 89,400

一般都営中層耐火 狛江アパート（８号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（１３号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（１５号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（１７号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（１９号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 17,900 45,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（２１号棟） 狛江市和泉本町4-7 37.0 1 18,000 45,800

一般都営中層耐火 狛江アパート（２９号棟） 狛江市和泉本町4-7 33.4 1 16,500 45,800

一般都営中層耐火 清瀬竹丘一丁目アパート（６号棟） 清瀬市竹丘1-7 55.9 1 31,500 65,900

一般都営中層耐火 清瀬元町二丁目第２アパ－ト（１号棟） 清瀬市元町2-9 58.1 2 34,700 77,800

一般都営中層耐火 清瀬元町二丁目第２アパ－ト（２号棟） 清瀬市元町2-9 58.1 1 34,700 77,800

一般都営中層耐火 清瀬元町二丁目第２アパ－ト（３号棟） 清瀬市元町2-9 51.1 4 30,500 68,400

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（５－２－１号棟） 多摩市諏訪5-2 37.7 1 17,400 31,400

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（５－２－８号棟） 多摩市諏訪5-2 37.7 1 17,400 31,400

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（５－２－１１号棟） 多摩市諏訪5-2 37.7 1 17,400 31,400

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（４－４－１号棟） 多摩市諏訪4-4 56.8 1 30,000 55,800

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（４－４－２号棟） 多摩市諏訪4-4 56.8 1 30,000 55,800

一般都営高層耐火 多摩ニュータウン諏訪団地（３－１－１号棟） 多摩市諏訪3-1 58.0 1 30,800 65,200

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３－４－２号棟） 多摩市和田3-4 37.7 1 17,700 35,200

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３－４－４号棟） 多摩市和田3-4 37.7 2 17,700 35,200



8令和6年4月30日（火曜日）（第18052号） 東　京　都　公　報

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
一
般
都
営
住
宅
の
名
称
、
位
置
、
構
造
及
び
規
模
、
戸
数
、
使

用
料
並
び
に
近
傍
同
種
の
住
宅
の
家
賃
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
、

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数
（戸）

収入の額が139,000円を超え
158,000円以下の者に適用さ
れる使用料（円、月額／戸）

近傍同種の住宅の家賃（円、
月額／戸）

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン和田団地（３－４－５号棟） 多摩市和田3-4 37.7 1 17,700 35,200

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン貝取団地（３－２－７号棟） 多摩市貝取3-2 60.9 1 32,700 61,400

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（１号棟） 多摩市鶴牧5-40 61.3 6 35,100 71,600

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（２号棟） 多摩市鶴牧5-40 61.3 4 35,100 71,600

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（３号棟） 多摩市鶴牧5-40 61.3 10 35,100 71,600

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（４号棟） 多摩市鶴牧5-40 61.3 10 35,100 71,600

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（５号棟） 多摩市鶴牧5-40 65.5 1 37,700 76,500

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（６号棟） 多摩市鶴牧5-40 63.6 3 36,600 74,300

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（６号棟） 多摩市鶴牧5-40 65.5 1 37,700 76,500

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（７号棟） 多摩市鶴牧5-40 63.6 2 36,600 74,300

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（７号棟） 多摩市鶴牧5-40 65.5 1 37,700 76,500

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（８号棟） 多摩市鶴牧5-40 63.6 1 36,600 74,300

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（８号棟） 多摩市鶴牧5-40 65.5 1 37,700 76,500

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（９号棟） 多摩市鶴牧5-40 63.6 1 36,600 74,300

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（９号棟） 多摩市鶴牧5-40 65.5 1 37,700 76,500

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（１０号棟） 多摩市鶴牧5-40 63.6 1 36,600 74,300

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（１１号棟） 多摩市鶴牧5-40 63.6 2 36,600 74,300

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（１３号棟） 多摩市鶴牧5-40 63.6 2 36,600 74,300

一般都営中層耐火 多摩ニュータウン鶴牧団地（１３号棟） 多摩市鶴牧5-40 65.5 3 37,700 76,500

一般都営中層耐火 稲城第２アパート（３号棟） 稲城市大丸82 42.3 1 22,200 52,600

一般都営中層耐火 稲城松葉アパート（１号棟） 稲城市矢野口1780-1 55.9 1 29,800 70,400

一般都営中層耐火 瑞穂アパート（３４号棟） 瑞穂町むさし野1-5 36.4 1 16,000 32,400
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名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

収
入
の
額
が
一
三
九
、
〇
〇
〇
円

を
超
え
一
五
八
、
〇
〇
〇
円
以
下

の
者
に
適
用
さ
れ
る
使
用
料
（
月

額
一
戸
に
つ
き
）

近
傍
同
種
の
住
宅
の

家
賃
（
月
額
一
戸
に

つ
き
）

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
愛
宕
四
丁
目
団
地

（
１
号
棟
）

多
摩
市
愛
宕
四
丁
目
五
十
二
番
地

の
二

高
層
耐
火　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
六
戸

　
　
　

二
七
、
六
〇
〇
円

　

七
二
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

　
　
　

三
二
、
二
〇
〇
円

　

八
四
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

　
　
　

三
八
、
一
〇
〇
円

　

九
九
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

同
右

　
　
　

三
八
、
二
○
○
円

　

九
九
、
八
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
〇
戸

　
　
　

四
五
、
七
〇
〇
円

一
一
九
、
六
〇
〇
円

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
愛
宕
四
丁
目
団
地

（
２
号
棟
）

多
摩
市
愛
宕
四
丁
目
五
十
二
番
地

の
三

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

　
　
　

二
七
、
六
〇
〇
円

　

七
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

　
　
　

三
二
、
二
〇
〇
円

　

八
四
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

　
　
　

三
八
、
一
〇
〇
円

　

九
九
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

　
　
　

四
五
、
七
〇
〇
円

一
一
九
、
八
〇
〇
円

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
愛
宕
四
丁
目
団
地

（
３
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
〇
戸

　
　
　

二
七
、
六
〇
〇
円

　

七
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

　
　
　

三
二
、
二
〇
〇
円

　

八
四
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

八
戸

　
　
　

三
八
、
一
〇
〇
円

　

九
九
、
九
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
六
戸

　
　
　

四
五
、
七
〇
〇
円

一
一
九
、
八
〇
〇
円

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
愛
宕
四
丁
目
団
地

（
４
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三
〇
戸

　
　
　

二
七
、
六
〇
〇
円

　

七
二
、
二
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
八
戸

　
　
　

三
二
、
二
〇
〇
円

　

八
四
、
三
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

　
　
　

三
八
、
一
〇
〇
円

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
戸

　
　
　

四
五
、
七
〇
〇
円

一
一
九
、
九
〇
〇
円

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
愛
宕
四
丁
目
団
地

（
５
号
棟
）

多
摩
市
愛
宕
四
丁
目
五
十
二
番
地

の
二

同
右　
　
　
　

三
四
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

二
八
戸

　
　
　

二
七
、
六
〇
〇
円

　

七
二
、
〇
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
〇
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

四
二
戸

　
　
　

三
二
、
二
〇
〇
円

　

八
四
、
一
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

四
七
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

　
　
　

三
八
、
一
〇
〇
円

　

九
九
、
七
〇
〇
円

同
右

同
右

同
右　
　
　
　

五
七
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

一
四
戸

　
　
　

四
五
、
七
〇
〇
円

一
一
九
、
五
〇
〇
円
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東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
一
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
六
年
五
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　

称

　
　

位　
　

置

　
　

構
造
及
び
規
模

戸　

数

豊
洲
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
、
４
号
棟
）

江
東
区
豊
洲
四
丁
目
三
番
ほ
か

中
層
耐
火　
　

三
六
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

八
四
戸

豊
洲
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
12
号
棟
）

江
東
区
豊
洲
四
丁
目
五
番

同
右　
　
　
　

三
六
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
六
戸

豊
洲
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
３
、
４
号
棟
）

江
東
区
豊
洲
四
丁
目
三
番
ほ
か

同
右　
　
　
　

四
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
一
戸

豊
洲
四
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
12
号
棟
）

江
東
区
豊
洲
四
丁
目
五
番

同
右　
　
　
　

四
九
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

烏
山
ア
パ
ー
ト

（
２
、
３
号
棟
）

世
田
谷
区
北
烏
山
二
丁
目
九
番

同
右　
　
　
　

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

九
五
戸

烏
山
ア
パ
ー
ト

（
２
号
棟
）

同
右

同
右　
　
　
　

四
五
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

五
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　
　
　

称

　
　

位　
　
　

置

　

区
画
数

台
場
一
丁
目
五
番
街
駐
車

場

港
区
台
場
一
丁
目
五
番

四
一
区
画

南
小
岩
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

江
戸
川
区
南
小
岩
二
丁

目
四
番

一
八
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
名
称
、
位
置
及
び
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

　
　

名　
　
　
　

称

　
　

位　
　
　

置

　

区
画
数

愛
宕
四
丁
目
団
地
駐
車
場

多
摩
市
愛
宕
四
丁
目
五

十
二
番
地
ほ
か

一
四
三
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
南
小
岩
七
丁
目
駅
前
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
書
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
っ
た
の

で
、
条
例
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
六
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
南
小
岩
七
丁
目
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合

理
事
長　

板
倉　

浩

江
戸
川
区
西
小
岩
一
丁
目
十
九
番
二
十
九
号

二　

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

南
小
岩
七
丁
目
駅
前
地
区
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

高
層
建
築
物
の
設
置

三　

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
江
戸
川
区
南
小
岩
七
丁
目
に
位
置
す
る
約
一
・

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
事
業
区
域
に
お
い
て
、
集
合
住
宅
、
商
業
施
設
、

公
益
施
設
、
保
育
所
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
等
を
新
築
し
、
複
合
的

な
市
街
地
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

四　

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
土
壌
汚
染
、
地
盤
、

水
循
環
、
日
影
、
電
波
障
害
、
風
環
境
、
景
観
、
自
然
と
の
触
れ

合
い
活
動
の
場
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
評
価
を

行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五　

評
価
書
の
縦
覧

㈠　

期
間

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
十
四
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡　

時
間

種 類 構 造 名 称 位 置
規模

（平方メートル）
戸数

（戸）
使用料

（円、月額／戸）

改良 中層耐火 西大久保アパート（４号棟） 新宿区大久保3-13 32.8 1 26,500

改良 高層耐火 西大久保アパート（５号棟） 新宿区大久保3-9 43.9 1 37,300

改良 中層耐火 浮間一丁目第２アパート（１号棟） 北区浮間1-12 48.1 1 38,700

改良 中層耐火 六月二丁目第２アパート（６号棟） 足立区六月2-29 63.1 1 45,700

改良 中層耐火 六月二丁目第２アパート（６号棟） 足立区六月2-29 48.1 7 34,800
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午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢　

場
所

ア　

江
戸
川
区
環
境
部
環
境
課

江
戸
川
区
中
央
一
丁
目
四
番
一
号

イ　

葛
飾
区
環
境
部
環
境
課

葛
飾
区
立
石
五
丁
目
十
三
番
一
号

ウ　

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号　

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

エ　

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号　

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

 ・
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論

 

地
域
の
概
況
及
び
対
象
事
業
に
お
け
る
行
為
・
要
因
を
考
慮
し
選
定
し
た
項
目
に
つ
い
て
現
況
調
査
を
行
い
、
対
象
事
業

の
実
施
が
及
ぼ
す
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て
予
測
及
び
評
価
を
行
っ
た
。

 

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
は
、
表
１

 (
1
)～

(9
)に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

 

 

表
１

 
(
1)

 
環
境

に
及
ぼ

す
影
響

の
評
価

の
結
論

 

項
 

 
目
 

評
 
 
価

 
 
の

 
 
結

 
 
論
 

1
.
大
気
汚
染

 

工事の施行中
 

(
ｱ
)建

設
機
械

の
稼
働

に
伴
う
二

酸
化
窒

素
及
び

浮
遊
粒

子
状
物

質
の
大

気
中
に

お
け

る
濃
度

 

二
酸
化
窒
素
の
日
平
均
値
の
年
間

9
8
%
値
は

0
.0
4
8p
p
m
で
あ
り
、
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
寄
与

率
は

4
1
.2
%
で
あ
る
。

 

浮
遊
粒
子
状
物
質
の
日
平
均
値
の
年
間

2%
除
外
値
は

0
.
04
2
mg
/m

3で
あ
り
、
環
境
基
準
を
満
足
し
、

建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
寄
与
率
は

1
0
.5
%
で
あ
る
。

 

工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
排
出
ガ
ス
対
策
型
（
第
二
次
基
準
）
の
建
設
機
械
を
使
用
す
る
と

と
も
に
、
事
前
に
施
工
計
画
の
詳
細
検
討
を
行
い
、
こ
れ
を
工
事
計
画
に
反
映
さ
せ
、
建
設
機
械
の

稼
働
台
数
の
低
減
・
平
準
化
及
び
集
中
稼
働
を
避
け
る
な
ど
効
率
的
な
稼
働
を
図
り
、
二
酸
化
窒
素

及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
影
響
の
低
減
に
努
め
る
。

 

ま
た
、
二
酸
化
窒
素
の
日
平
均
値
の
年
間

9
8%
値
が

0.
0
4p
p
mを
超
え
る
こ
と
か
ら
、
排
出
ガ
ス
対

策
型
建
設
機
械
（
第
三
次
基
準
）
を
可
能
な
限
り
採
用
し
、
二
酸
化
窒
素
の
日
平
均
値
の
年
間

9
8
%

値
が

0
.
04
p
pm
を
大
き
く
上
回
ら
な
い
よ
う
努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
工
事
の
施
行
中
の
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状

物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度
は
、
で
き
る
限
り
回
避
ま
た
は
低
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
事
業
の
実

施
に
よ
る
日
常
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
も
の
と
評
価
す
る
。

 

(
ｲ
)工

事
用
車

両
の
走

行
に
伴
う

二
酸
化

窒
素
及

び
浮
遊

粒
子
状

物
質
の

大
気
中

に
お

け
る
濃

度
 

二
酸
化
窒
素
の
日
平
均
値
の
年
間

9
8
%
値
は

0
.0
3
6p
p
m
で
あ
り
、
環
境
基
準
を
満
足
し
、
工
事
用

車
両
の
走
行
に
伴
う
寄
与
率
は

1
.
6
5～

1.
9
3%
で
あ
る
。

 

浮
遊
粒
子
状
物
質
の
日
平
均
値
の
年
間

2%
除
外
値
は

0
.
03
9
mg
/m

3で
あ
り
、
環
境
基
準
を
満
足
し
、

工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
寄
与
率
は

0.
0
1～

0.
0
2%
で
あ
る
。
 

工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
交
通
が
集
中
し
な
い
よ
う
走
行
経
路
を
分
散
し
、
可
能
な
限
り
最

新
排
出
ガ
ス
規
制
適
合
車
を
使
用
す
る
と
と
も
に
、
待
機
時
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
の
遵
守
を

徹
底
し
、
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
影
響
の
低
減
に
努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
工
事
の
施
行
中
の
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子

状
物
質
は
、
で
き
る
限
り
回
避
ま
た
は
低
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
日
常
生
活
に

及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
も
の
と
評
価
す
る
。

 

工事の完了後
 

(
ｱ
)関

連
車
両

の
走
行

に
伴
う
二

酸
化
窒

素
及
び

浮
遊
粒

子
状
物

質
の
大

気
中
に

お
け

る
濃
度

 

二
酸
化
窒
素
の
日
平
均
値
の
年
間

9
8%
値
は

0.
0
35
～
0
.
03
6
pp
m
で
あ
り
、
環
境
基
準
を
満
足
し
、

寄
与
率
は

0
.0
0～

0
.1
4
%で
あ
る
。

 

浮
遊
粒
子
状
物
質
の
日
平
均
値
の
年
間

2%
除
外
値
は

0
.
03
9
mg
/m

3で
あ
り
、
環
境
基
準
を
満
足
し
、

寄
与
率
は

0
.0
0～

0
.0
1
%で
あ
る
。

 

工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
は
、
納
品
物
を
集
約
し
て
搬
入
す
る
集
中
納
品
や
積
載
率
の
向
上
に
努

め
、
搬
出
入
車
両
台
数
の
削
減
を
図
る
と
と
も
に
、
搬
出
入
等
物
流
車
両
の
走
行
に
当
た
っ
て
は
、

規
制
速
度
遵
守
の
徹
底
や
、
周
辺
道
路
の
混
雑
状
況
に
配
慮
し
た
運
行
計
画
を
策
定
し
、
二
酸
化
窒

素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
影
響
の
低
減
に
努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
は
、
で
き
る

限
り
回
避
ま
た
は
低
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
日
常
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な

い
も
の
と
評
価
す
る
。

 

別
記
（
原
文
の
ま
ま
記
載
）
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表
１
(
2
) 

環
境
に
及

ぼ
す
影
響

の
評
価

の
結
論

 

項
 
 
目
 

評
 
 
価

 
 
の

 
 
結

 
 
論
 

1
.
大
気
汚
染

 

工事の完了後
 

(
ｲ
)
駐

車
場

利
用

車
両

の
走

行
に

伴
う

二
酸

化
窒

素
及

び
浮

遊
粒

子
状

物
質

の
大

気
中

に
お

け
る

濃

度
 

二
酸
化
窒
素
の
日
平
均
値
の
年
間

9
8
%
値
は

0
.0
3
5p
p
m
で
あ
り
、
環
境
基
準
を
満
足
し
、
駐
車
場

利
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
寄
与
率
は

1
.
85
%
で
あ
る
。

 

浮
遊
粒
子
状
物
質
の
日
平
均
値
の
年
間

2%
除
外
値
は

0
.
03
9
mg
/m

3で
あ
り
、
環
境
基
準
を
満
足
し
、

駐
車
場
利
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
寄
与
率
は

0
.
06
%で
あ
る
。

 

工
事
の
完
了
後
に
お
い
て
は
、
駐
車
場
内
の
速
度
規
制
及
び
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
を
遵
守
す

る
と
と
も
に
、
駐
車
場
の
適
正
利
用
を
徹
底
し
、
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
影
響
の
低

減
に
努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
駐
車
場
利
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
は
、

で
き
る
限
り
回
避
ま
た
は
低
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
日
常
生
活
に
及
ぼ
す
影
響

は
少
な
い
も
の
と
評
価
す
る
。

 

2
.
騒
音
・
振
動
 

工事の施行中
 

(
ｱ
)建

設
機
械

の
稼
働

に
伴
う
建

設
作
業

の
騒
音

レ
ベ
ル

・
振
動

レ
ベ
ル

 

a
.
建
設
作

業
騒
音

 

工
事
着
手
後

2
3ヶ
月
目
に
お
け
る
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
、
計
画

地
北
西
側
の
敷
地
境
界
付
近
で
最
大

7
1
dB
で
あ
り
、
評
価
の
指
標
（

8
0
dB
）
を
下
回
る
。

 

工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
「
工
事
用
仮
囲
い
の
設
置
」
、
「
低
騒
音
工
法
の
選
択
」
、
「
稼

働
台
数
の
低
減
」
、
「
建
設
機
械
の
分
散
配
置
」
等
の
環
境
保
全
措
置
を
実
施
し
、
建
設
機
械
の
稼

働
に
伴
う
建
設
作
業
の
騒
音
レ
ベ
ル
の
低
減
に
努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
騒
音
は
、
で
き
る
限
り
回
避
ま
た
は

低
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
日
常
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
も
の
と
評
価
す

る
。
 

b
.
建
設
作

業
振
動

 

工
事
着
手
後

2
3ヶ
月
目
に
お
け
る
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
振
動
レ
ベ
ル
は
、
計
画

地
北
西
側
の
敷
地
境
界
付
近
で
最
大

6
6
dB
で
あ
り
、
評
価
の
指
標
（

7
0
dB
）
を
下
回
る
。

 

工
事
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
「
低
振
動
工
法
の
選
択
」
、
「
稼
働
台
数
の
低
減
」
、
「
建
設
機

械
の
分
散
配
置
」
等
の
環
境
保
全
措
置
を
実
施
し
、
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
振
動
レ

ベ
ル
の
低
減
に
努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
振
動
は
、
で
き
る
限
り
回
避
ま
た
は

低
減
が
図
ら
れ
て
お
り
、
事
業
の
実
施
に
よ
る
日
常
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
も
の
と
評
価
す

る
。
 

(
ｲ
)工

事
用
車

両
の
走

行
に
伴
う

道
路
交

通
の
騒

音
レ
ベ

ル
・
振

動
レ
ベ

ル
 

a
.
道
路
交

通
騒
音

 

工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
、
昼
間

6
4～

67
d
B
で
あ
り
、
№
②
で
環

境
基
準
を
上
回
っ
て
い
る
。

 

工
事
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
施
工
計
画
の
詳
細
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
工
事
作
業

計
画
に
反
映
さ
せ
、
工
事
用
車
両
台
数
の
削
減
、
工
事
用
車
両
の
集
中
回
避
、
走
行
経
路
や
走
行
時

間
帯
の
分
散
に
努
め
る
と
と
も
に
、
規
制
速
度
を
遵
守
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
騒
音
レ
ベ
ル
が
環
境
基
準
を
上
回

る
地
点
も
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
環
境
保
全
措
置
を
徹
底
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
は
軽
減
さ

れ
る
も
の
と
評
価
す
る
。

 

b
.
道
路
交

通
振
動

 

工
事
の
施
行
中
に
お
け
る
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
振
動
レ
ベ
ル
の
最
大
値
は

昼
間
4
5～

4
8d
B、
夜
間

45
～
4
8d
B
で
あ
り
、
規
制
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
。

 

工
事
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
施
工
計
画
の
詳
細
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
工
事
作
業

計
画
に
反
映
さ
せ
、
工
事
用
車
両
台
数
の
削
減
、
工
事
用
車
両
の
集
中
回
避
、
走
行
経
路
や
走
行
時

間
帯
の
分
散
に
努
め
る
と
と
も
に
、
規
制
速
度
を
遵
守
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
振
動
レ
ベ
ル
は
規
制
基
準
を
下
回

っ
て
お
り
、
上
記
の
よ
う
な
環
境
保
全
措
置
を
徹
底
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
は
少
な
い
も
の
と

評
価
す
る
。

 

 

表
１

 
(
3)
 
環
境

に
及

ぼ
す
影

響
の
評
価

の
結
論

 

項
 

 
目
 

評
 
 
価

 
 
の

 
 
結

 
 
論

 

2
.
騒
音
・
振
動
 

工事の完了後
 

(
ｱ
)関

連
車
両

の
走
行

に
伴
う
道

路
交
通

の
騒
音

レ
ベ
ル

・
振

動
レ
ベ

ル
 

a
.
道
路
交

通
騒
音

 

平
日
に
お
け
る
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
、
昼
間

6
0～

6
7d
B、
夜
間

5
4
～
6
2
dB
で
あ
り
、
№
②
の
昼
間
及
び
№
⑤
の
昼
間
並
び
に
夜
間
を
除
き
環
境
基
準
を
下
回
っ
て
い

る
。

 

休
日
に
お
け
る
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
、
昼
間

5
9～

6
7d
B、
夜
間

5
4
～
6
2
dB
で
あ
り
、
№
②
の
昼
間
及
び
№
⑤
の
昼
間
並
び
に
夜
間
を
除
き
環
境
基
準
を
下
回
っ
て
い

る
。

 

事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
事
業
計
画
の
詳
細
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
搬
入
出
車

両
計
画
に
反
映
さ
せ
、
集
中
納
品
や
積
載
率
の
向
上
に
よ
る
台
数
削
減
、
規
制
速
度
の
遵
守
、
走
行

ル
ー
ト
や
走
行
時
間
帯
の
分
散
化
の
ほ
か
、
周
辺
道
路
の
混
雑
状
況
に
配
慮
し
た
運
行
計
画
を
策
定

す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
騒
音
レ
ベ
ル
が
環
境
基
準
を
上
回
る

地
点
も
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
環
境
保
全
措
置
を
徹
底
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
は
軽
減
さ
れ

る
も
の
と
評
価
す
る
。

 

b
.
道
路
交

通
振
動

 

平
日
に
お
け
る
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
振
動
レ
ベ
ル
の
最
大
値
は
、
昼
間

3
3
～

4
6
d
B、
夜
間

3
0～

4
6d
Bで
あ
り
、
規
制
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
。

 

休
日
に
お
け
る
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
振
動
レ
ベ
ル
の
最
大
値
は
、
昼
間

3
0
～

4
5
d
B、
夜
間

3
6～

4
5d
Bで
あ
り
、
規
制
基
準
を
下
回
っ
て
い
る
。

 

事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
事
業
計
画
の
詳
細
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
搬
入
出
車

両
計
画
に
反
映
さ
せ
、
集
中
納
品
や
積
載
率
の
向
上
に
よ
る
台
数
削
減
、
規
制
速
度
の
遵
守
、
走
行

ル
ー
ト
や
走
行
時
間
帯
の
分
散
化
の
ほ
か
、
周
辺
道
路
の
混
雑
状
況
に
配
慮
し
た
運
行
計
画
を
策
定

す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
振
動
レ
ベ
ル
は
規
制
基
準
を
下
回
っ

て
お
り
、
上
記
の
よ
う
な
環
境
保
全
措
置
を
徹
底
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
は
少
な
い
も
の
と
評

価
す
る
。

 

3
.
土
壌
汚
染

 

工事の施行中
 

(
ｱ
)汚

染
土
壌

の
掘
削

･移
動
等
に

伴
う
土

壌
へ
の

影
響
の

内
容
及

び
程
度

 

土
地
利
用
の
履
歴
等
の
状
況
か
ら
、
計
画
地
の
一
部
区
域
に
つ
い
て
は
特
定
有
害
物
質
の
使
用
等

に
起
因
す
る
土
壌
汚
染
の
お
そ
れ
が
考
え
ら
れ
る
。
当
該
敷
地
に
は
既
存
の
建
屋
が
存
在
し
、
現
況

に
お
い
て
は
汚
染
の
有
無
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
敷
地
の
改
変
時
に
「
土
壌
汚
染
対
策

法
」
第

4
条
及
び
「
環
境
確
保
条
例
」
第

11
7条
に
基
づ
く
土
壌
汚
染
状
況
調
査
を
実
施
し
、
土
壌
汚

染
の
状
況
を
適
切
に
把
握
す
る
。
汚
染
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
汚
染
状
況
に
応
じ
て
「
土
壌
汚

染
対
策
法
」
及
び
「
環
境
確
保
条
例
」
に
基
づ
く
適
切
な
対
策
を
講
じ
る
計
画
で
あ
り
、
本
計
画
に

お
け
る
土
地
の
改
変
に
よ
り
汚
染
土
壌
が
計
画
地
周
辺
に
拡
散
す
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
新
た
な
地
域
に
土
壌
汚
染
を
拡
散
さ
せ
な
い
こ
と
」

を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

4
.
地
盤
 

工事の施行中
 

(
ｱ
)掘

削
工
事

に
伴
う

地
盤
の
変

形
の
範

囲
及
び

変
形
の

程
度

 

本
事
業
で
は
、
G
.
L.
約
-
1
4.
0
m程
度
ま
で
掘
削
す
る
計
画
で
あ
り
、
山
留
壁
の
変
形
に
よ
る
地
盤

の
変
形
が
生
じ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

 

そ
の
た
め
、
本
事
業
で
は
、
掘
削
工
事
に
お
い
て
、
剛
性
及
び
遮
水
性
の
高
い
ソ
イ
ル
セ
メ
ン
ト

柱
列
壁
（
Ｓ
Ｍ
Ｗ
）
工
法
を
採
用
し
、
地
下
水
の
漏
水
を
抑
え
る
と
と
も
に
、
計
画
地
周
辺
の
地
下

水
の
水
位
低
下
と
地
盤
沈
下
を
防
止
す
る
た
め
、
地
盤
支
持
力
が
得
ら
れ
る

G
.
L.
約
-
2
6.
0
mの
砂
質

土
層
（

Ds
2層
）
ま
で
根
入
れ
を
行
う
。

 

ま
た
、
計
画
地
周
辺
の
地
盤
の
変
形
を
防
止
す
る
た
め
、
山
留
支
保
工
と
し
て
水
平
切
梁
及
び
グ

ラ
ウ
ン
ド
ア
ン
カ
ー
を
設
置
し
、
計
画
地
及
び
周
辺
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
掘
削
区
域
周
辺
で
の
掘
削
工
事
に
伴
う
地
盤
の
変
形
の
範
囲
及
び
変
形
の
程

度
は
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
地
盤
沈
下
又
は
地
盤
の
変
形
に
よ
り
周
辺
の
建

築
物
等
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
」
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。
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表
１
 
(
4)
 
環
境

に
及
ぼ

す
影
響

の
評
価

の
結
論

 

項
 
 
目
 

評
 
 
価

 
 
の

 
 
結

 
 
論
 

4
.
地
盤
 

工事の施行中
 

(
ｲ
)掘

削
工
事

に
伴
う

地
下
水
の

水
位
及

び
流
況

の
変
化

に
伴
う

地
盤
沈

下
の
範

囲
及
び

程
度

 

本
事
業
で
は
、
山
留
壁
と
し
て
剛
性
及
び
遮
水
性
の
高
い
Ｓ
Ｍ
Ｗ
を
地
盤
支
持
力
が
得
ら
れ
る

G
.
L
.
約

-
2
6.
0
m
の
砂
質
土
層
（

D
s
2
層
）
ま
で
根
入
れ
す
る
計
画
で
あ
る
た
め
、
地
下
水
が
一
部
遮

断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、
掘
削
工
事
に
伴
い
設
置
す
る
山
留
壁
の
範
囲
は
、
帯
水
層
の
分
布
範
囲
と
比
較
し
て
小

さ
く
、
ま
た
、
山
留
壁
は
第
一
帯
水
層
を
完
全
に
遮
断
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
地
下
水
は
山
留

壁
の
周
囲
を
迂
回
し
て
流
れ
る
こ
と
か
ら
、
山
留
壁
の
設
置
に
よ
る
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変

化
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 

ま
た
、
掘
削
工
事
に
お
い
て
は
、

G
.L
.
約

-1
4
.0
m
の
砂
質
土
層
（

A
s2
層
）
ま
で
掘
削
す
る
計
画

で
あ
り
、
掘
削
工
事
中
、
ボ
イ
リ
ン
グ
等
の
掘
削
底
面
の
破
壊
現
象
が
生
じ
、
地
下
水
の
水
位
及
び

流
況
の
変
化
に
よ
る
地
盤
沈
下
が
生
じ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

 

そ
の
た
め
、
掘
削
底
面
の
破
壊
現
象
を
防
止
し
、
掘
削
工
事
を
安
全
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
て
デ
ィ
ー
プ
ウ
ェ
ル
工
法
（
地
下
水
位
低
下
工
法
）
を
採
用
し
、
地
下
水
位
を
観
測
し

な
が
ら
第
一
帯
水
層
の
地
下
水
を
揚
水
し
て
減
圧
す
る
。
揚
水
量
は
、
掘
削
底
面
で
の
安
全
な
作
業

が
確
保
で
き
る
必
要
最
小
限
量
と
し
、
揚
水
し
た
地
下
水
は
、
必
要
に
応
じ
リ
チ
ャ
ー
ジ
工
法
（
復

水
工
法
）
に
よ
り
地
盤
へ
還
元
す
る
。

 

な
お
、
山
留
壁
の
根
入
れ
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、
今
後
詳
細
な
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
、
適
切

な
位
置
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

 

併
せ
て
工
事
の
施
行
中
は
観
測
井
戸
を
設
置
し
、
地
下
水
の
水
位
の
観
測
を
掘
削
工
事
着
手
前
か

ら
継
続
的
に
実
施
し
、
地
下
水
の
水
位
の
状
況
に
つ
い
て
十
分
な
監
視
を
行
う
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
掘
削
工
事
に
伴
う
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
に
よ
る
地
盤
沈
下
の
範

囲
及
び
程
度
は
小
さ
く
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
地
盤
沈
下
又
は
地
盤
の
変
形
に
よ
り
周
辺
の
建
築

物
等
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
」
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

工事の完了後
 

(
ｱ
)
地

下
構

造
物

等
の

存
在

に
伴

う
地

下
水

の
水

位
及

び
流

況
の

変
化

に
よ

る
地

盤
沈

下
の

範
囲

及

び
程
度

 

本
事
業
で
は
、
地
下
構
造
物
等
の
設
置
に
よ
り
、
第
一
帯
水
層
の
一
部
に
改
変
を
加
え
る
こ
と
に

な
り
、
地
下
水
の
水
位
の
低
下
及
び
流
況
の
変
化
に
よ
る
地
盤
沈
下
が
生
じ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
 

帯
水
層
中
に
地
下
構
造
物
等
を
設
置
す
る
と
、
地
下
水
の
流
れ
は
一
部
遮
断
さ
れ
る
が
、
計
画
地

が
位
置
す
る
低
地
部
に
は
、
こ
れ
ら
の
帯
水
層
が
計
画
地
を
含
む
周
辺
に
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る

と
と
も
に
、
地
下
水
の
流
れ
を
阻
害
す
る
地
下
構
造
物
等
が
設
置
さ
れ
る
範
囲
は
帯
水
層
の
分
布
範

囲
と
比
較
し
て
小
さ
く
、
ま
た
、
地
下
構
造
物
等
は
第
一
帯
水
層
を
完
全
に
遮
断
す
る
も
の
で
は
な

い
た
め
、
地
下
水
は
地
下
構
造
物
等
の
周
囲
を
迂
回
し
て
流
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
下
構
造
物
等
に
よ

る
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
る
。

 

併
せ
て
地
盤
及
び
地
下
水
の
水
位
の
状
況
に
つ
い
て
の
十
分
な
監
視
を
掘
削
工
事
の
着
手
前
か

ら
継
続
的
に
実
施
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
下
構
造
物
等
の
存
在
に
伴
う
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
に
よ
る
地

盤
沈
下
の
範
囲
及
び
程
度
は
小
さ
く
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
地
盤
沈
下
又
は
地
盤
の
変
形
に
よ
り

周
辺
の
建
築
物
等
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
」
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。
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5
.
水
循
環

 

工事の施行中
 

(
ｱ
)掘

削
工
事

に
伴
う

地
下
水
の

水
位
及

び
流
況

の
変
化

の
程

度
 

本
事
業
で
は
、
山
留
壁
と
し
て
剛
性
及
び
遮
水
性
の
高
い
Ｓ
Ｍ
Ｗ
を
地
盤
支
持
力
が
得
ら
れ
る

G
.
L
.
約

-
2
6.
0
m
の
砂
質
土
層
（

D
s
2
層
）
ま
で
根
入
れ
す
る
計
画
で
あ
る
た
め
、
地
下
水
が
一
部
遮

断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
 

し
か
し
、
掘
削
工
事
に
伴
い
設
置
す
る
山
留
壁
の
範
囲
は
、
帯
水
層
の
分
布
範
囲
と
比
較
し
て
小

さ
く
、
ま
た
、
山
留
壁
は
第
一
帯
水
層
を
完
全
に
遮
断
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
地
下
水
は
山
留

壁
の
周
囲
を
迂
回
し
て
流
れ
る
こ
と
か
ら
、
山
留
壁
の
設
置
に
よ
る
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変

化
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 

ま
た
、
掘
削
工
事
に
お
い
て
は
、

G
.L
.
約

-1
4
.0
m
の
砂
質
土
層
（

A
s2
層
）
ま
で
掘
削
す
る
計
画

で
あ
り
、
掘
削
工
事
中
、
ボ
イ
リ
ン
グ
等
の
掘
削
底
面
の
破
壊
現
象
が
生
じ
、
地
下
水
の
水
位
及
び

流
況
の
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

 

そ
の
た
め
、
掘
削
底
面
の
破
壊
現
象
を
防
止
し
、
掘
削
工
事
を
安
全
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
て
デ
ィ
ー
プ
ウ
ェ
ル
工
法
（
地
下
水
位
低
下
工
法
）
を
採
用
し
、
地
下
水
位
を
観
測
し

な
が
ら
第
一
帯
水
層
の
地
下
水
を
揚
水
し
て
減
圧
す
る
。
揚
水
量
は
、
掘
削
底
面
で
の
安
全
な
作
業

が
確
保
で
き
る
必
要
最
小
限
量
と
し
、
揚
水
し
た
地
下
水
は
、
必
要
に
応
じ
リ
チ
ャ
ー
ジ
工
法
（
復

水
工
法
）
に
よ
り
地
盤
へ
還
元
す
る
。

 

な
お
、
山
留
壁
の
根
入
れ
の
深
さ
に
つ
い
て
は
、
今
後
詳
細
な
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
行
い
、
適
切

な
位
置
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。

 

併
せ
て
工
事
の
施
行
中
は
観
測
井
戸
を
設
置
し
、
地
下
水
の
水
位
の
観
測
を
掘
削
工
事
着
手
前
か

ら
継
続
的
に
実
施
し
、
地
下
水
の
水
位
の
状
況
に
つ
い
て
十
分
な
監
視
を
行
う
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
掘
削
工
事
に
伴
う
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
の
程
度
は
小
さ
く
、
評

価
の
指
標
と
し
た
「
周
辺
の
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
」
を
満

足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

工事の完了後
 

(
ｱ
)地

下
構
造

物
等
の

存
在
に
伴

う
地
下

水
の
水

位
及
び

流
況

の
変
化

の
程
度

 

本
事
業
で
は
、
地
下
構
造
物
の
設
置
等
に
よ
り
、
第
一
帯
水
層
の
一
部
に
改
変
を
加
え
る
こ
と
に

な
り
、
地
下
水
の
水
位
の
低
下
及
び
流
況
の
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

 

帯
水
層
中
に
地
下
構
造
物
等
を
設
置
す
る
と
、
地
下
水
の
流
れ
は
一
部
遮
断
さ
れ
る
が
、
計
画
地

が
位
置
す
る
低
地
部
に
は
、
こ
れ
ら
の
帯
水
層
が
計
画
地
を
含
む
周
辺
に
広
範
囲
に
分
布
し
て
い
る

と
と
も
に
、
地
下
水
の
流
れ
を
阻
害
す
る
地
下
構
造
物
等
が
設
置
さ
れ
る
範
囲
は
帯
水
層
の
分
布
範

囲
と
比
較
し
て
小
さ
く
、
ま
た
、
地
下
構
造
物
等
は
第
一
帯
水
層
を
完
全
に
遮
断
す
る
も
の
で
は
な

い
た
め
、
地
下
水
は
地
下
構
造
物
等
の
周
囲
を
迂
回
し
て
流
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
下
構
造
物
等
に
よ

る
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
は
小
さ
い
も
の
と
考
え
る
。

 

併
せ
て
地
下
水
の
水
位
の
状
況
に
つ
い
て
の
十
分
な
監
視
を
掘
削
工
事
の
着
手
前
か
ら
継
続
的

に
実
施
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
下
構
造
物
等
の
存
在
に
伴
う
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
の
変
化
の
程
度
は

小
さ
く
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
周
辺
の
地
下
水
の
水
位
及
び
流
況
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

こ
と
」
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

6
.
日
影
 

工事の完了後
 

計
画
建
築
物
に
よ
り
日
影
が
生
じ
る
と
想
定
さ
れ
る
範
囲
に
は
日
影
規
制
対
象
区
域
が
存
在
す

る
が
、
規
制
時
間
に
係
る
日
影
の
範
囲
は
日
影
規
制
が
指
定
さ
れ
て
い
な
い
計
画
地
周
辺
区
域
内
に

収
ま
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
規
制
対
象
区
域
に
お
い
て
も
、
計
画
建
築
物
に
よ
り
規
制
時
間
を
超
え

る
日
影
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

 

ま
た
、
計
画
建
築
物
に
よ
る
、
不
特
定
多
数
の
利
用
度
や
滞
留
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
代
表
的

な
地
点
に
お
け
る
日
影
時
間
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
夏
至
日
に
は
Ｊ
Ｒ
小
岩
駅
南
口
で
約

1
時
間

2
0

分
の
増
加
、
春
・
秋
分
に
は
サ
ン
ロ
ー
ド
・
小
岩
中
央
通
り
交
差
点
で
約

2
時
間

20
分
の
増
加
、

冬
至
日
に
は
Ｊ
Ｒ
小
岩
駅
南
口
及
び
う
さ
ぎ
児
童
遊
園
付
近
で
そ
れ
ぞ
れ
約

5
0
分
の
増
加
と
予
測

す
る
が
、
計
画
地
周
辺
地
域
へ
の
日
影
の
影
響
を
低
減
す
る
た
め
、
計
画
建
築
物
の
高
層
棟
を
北
及

び
北
東
側
の
敷
地
境
界
か
ら
極
力
後
退
さ
せ
る
計
画
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
計
画
建
築
物
に
よ
り

増
加
す
る
日
影
時
間
に
つ
い
て
で
き
る
限
り
の
低
減
が
図
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
東
京
都
日
影
に
よ
る
中
高
層
建
築
物
の
高
さ
の
制
限

に
関
す
る
条
例
に
定
め
る
日
影
規
制
」
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。
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表
１
 
(
6)
 
環
境

に
及
ぼ

す
影
響

の
評
価

の
結
論

 

項
 
 
目
 

評
 
 
価

 
 
の

 
 
結

 
 
論
 

7
.
電
波
障
害

 

工事の完了後
 

(
ｱ
)計

画
建
築

物
の
設

置
に
よ
る

テ
レ
ビ

電
波
の

遮
へ
い

障
害
及

び
反
射

障
害

 

計
画
建
築
物
に
よ
る
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
遮
へ
い
障
害
は
、
広
域
局
に
つ
い
て
は
敷
地
境
界
か

ら
東
北
東
方
向
に
最
大
幅
約

70
m
、
最
大
距
離
約

20
m
の
範
囲
に
及
び
、
県
域
局
に
つ
い
て
は
同
じ

く
東
北
東
方
向
に
最
大
幅
約

9
0m
、
最
大
距
離
約

6
0m
の
範
囲
に
及
ぶ
と
予
測
さ
れ
る
。

 

計
画
建
築
物
に
よ
る
衛
星
放
送
の
遮
へ
い
障
害
は
、

B
S
デ
ジ
タ
ル
放
送
及
び
東
経

1
10
度

CS
デ

ジ
タ
ル
放
送
に
つ
い
て
は
敷
地
境
界
か
ら
北
東
方
向
に
最
大
幅
約

7
0m
、
最
大
距
離
約

2
0
0m
の
範
囲

に
生
じ
、
東
経

1
24
度

CS
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
つ
い
て
は
敷
地
境
界
か
ら
北
北
東
方
向
に
最
大
幅
約

8
0
m、
最
大
距
離
約

1
6
0m
の
範
囲
に
生
じ
、
東
経

12
8
度

C
S
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
つ
い
て
は
同
じ
く

北
北
東
方
向
に
最
大
幅
約

9
0m、
最
大
距
離
約

15
0m
の
範
囲
に
生
じ
る
と
予
測
さ
れ
る
。

 

本
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
計
画
建
築
物
に
よ
る
テ
レ
ビ
電
波
の
受
信
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
活
用
等
の
適
切
な
電
波
障
害
対
策
を
講
じ
る
計
画
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り

テ
レ
ビ
電
波
障
害
の
影
響
は
解
消
さ
れ
る
と
考
え
る
。

 

ま
た
、
反
射
障
害
に
つ
い
て
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
及
び
衛
星
放
送
に
お
け
る
デ
ー
タ
伝
送
方

式
及
び
受
信
シ
ス
テ
ム
の
特
性
か
ら
、
障
害
は
発
生
し
な
い
と
考
え
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
テ
レ
ビ
電
波
の
受
信
障
害
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
」
を

満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

8
.
風
環
境
 

工事の完了後
 

(
ｱ
)
平

均
風

向
、

平
均

風
速

及
び

最
大

風
速

等
の

突
風

の
状

況
並

び
に

そ
れ

ら
の

変
化

す
る

地
域

の

範
囲
及
び

変
化
の

程
度

 

計
画
建
築
物
の
建
設
前
に
お
け
る
計
画
地
及
び
そ
の
周
辺
の
風
環
境
に
つ
い
て
は
、
測
定
点

13
0

地
点
の
う
ち
約

88
%に
あ
た
る

1
1
4
地
点
が
領
域
Ａ
（
住
宅
地
相
当
）
、
残
り
の

16
地
点
が
領
域
Ｂ

（
低
中
層
市
街
地
相
当
）
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
領
域
Ｃ
（
中
高
層
市
街
地
相
当
）
及
び
領
域
Ｄ

（
強
風
地
域
相
当
）
に
評
価
さ
れ
る
地
点
は
見
ら
れ
な
い
。

 

計
画
建
築
物
の
建
設
後
（
対
策
前
）
に
お
い
て
は
、
建
設
前
と
比
較
し
て
領
域
Ａ
➡
領
域
Ｃ
と
平

均
風
速
が
二
段
階
大
き
く
な
っ
た
地
点
が

1
地
点
、
領
域
Ａ
➡
領
域
Ｂ
と
一
段
階
大
き
く
な
っ
た
地

点
が

8
地
点
あ
り
、
計
画
地
の
東
側
周
辺
に
多
く
に
見
ら
れ
る
。
一
方
、

3
地
点
に
つ
い
て
は
平
均

風
速
が
一
段
階
小
さ
く
（
領
域
Ｂ
➡
領
域
Ａ
）
な
っ
て
い
る
。

 

計
画
建
築
物
の
建
設
後
（
対
策
後
）
に
お
い
て
は
、
建
設
前
と
比
較
し
て
領
域
Ａ
➡
領
域
Ｂ
と
平

均
風
速
が
一
段
階
大
き
く
な
っ
た
地
点
が

8
地
点
、
領
域
Ｂ
➡
領
域
Ａ
と
一
段
階
小
さ
く
な
っ
た

地
点
が

3
地
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
建
設
後
（
対
策
前
）
と
建
設
後
（
対
策
後
）
を
比
較
す
る

と
、
建
設
後
（
対
策
前
）
に
お
い
て
領
域
Ｃ
と
予
測
さ
れ
る

11
地
点
の
う
ち
、
9
地
点
に
つ
い
て
は

建
設
後
（
対
策
後
）
は
領
域
Ｂ
と
平
均
風
速
が
一
段
階
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。

 

し
た
が
っ
て
、
防
風
対
策
の
実
施
後
は
、
領
域
Ｃ
（
中
高
層
市
街
地
相
当
）
と
評
価
さ
れ
る
計
画

建
築
物
の

5
階
及
び

6
階
部
分
の
各

1
地
点
を
除
き
、
計
画
地
及
び
そ
の
周
辺
の
風
環
境
は
領
域
Ａ

（
住
宅
地
相
当
）
あ
る
い
は
領
域
Ｂ
（
低
中
層
市
街
地
相
当
）
と
評
価
さ
れ
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
計
画
建
築
物
の
存
在
に
対
し
適
切
な
防
風
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

計
画
地
及
び
そ
の
周
辺
の
風
環
境
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
も
の
と
評
価
す
る
。

 

 

表
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9
.
景
観
 

工事の完了後
 

(
ｱ
)
主

要
な

景
観

の
構

成
要

素
の

改
変

の
程

度
及

び
そ

の
改

変
に

よ
る

地
域

景
観

の
特

性
の

変
化

の

程
度

 

計
画
地
周
辺
は
、
建
築
物
、
道
路
、
線
路
（
高
架
）
を
主
な
景
観
構
成
要
素
と
し
、
駅
周
辺
市
街

地
の
景
観
、
住
商
が
混
在
し
た
景
観
及
び
住
宅
地
の
景
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

 

本
事
業
の
主
要
な
用
途
は
商
業
・
公
益
の
複
合
施
設
及
び
住
宅
で
あ
り
、
地
域
の
土
地
利
用
の
用

途
を
大
き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
事
業
に
お
い
て
は
、
土
地
の
合
理
的

か
つ
健
全
な
高
度
利
用
と
、
都
市
防
災
の
機
能
を
含
め
た
都
市
機
能
の
更
新
を
図
る
た
め
、
本
地
区

を
一
体
的
か
つ
総
合
的
に
開
発
し
、
公
開
空
地
、
広
場
空
間
な
ど
の
整
備
に
合
わ
せ
て
大
規
模
商
業

施
設
、
高
層
都
市
型
住
宅
な
ど
の
整
備
を
行
う
こ
と
か
ら
、
計
画
地
周
辺
の
主
要
な
景
観
要
素
の
一

部
は
改
変
す
る
こ
と
と
な
る
。

 

一
方
で
、
本
事
業
で
は
、
歩
道
拡
幅
と
壁
面
後
退
に
よ
り
歩
道
状
空
地
を
新
設
し
、
十
分
な
歩
行

者
空
間
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
計
画
地
内
の
空
地
の
緑
化
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ゆ
と
り
と

潤
い
の
あ
る
市
街
地
環
境
の
創
出
を
図
る
こ
と
か
ら
、
駅
の
景
観
拠
点
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
魅
力
的

で
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
都
市
的
景
観
が
新
た
に
形
成
さ
れ
る
も
の
と
予
測
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
性
を
も
た
せ
た
景
観
を
つ
く
る
。

人
々
が
交
流
す
る
に
ぎ
わ
い
の
拠
点
と
な
る
景
観
を
つ
く
る
。
」
を
満
足
す
る
と
考
え
る
。

 

(
ｲ
)代

表
的
な

眺
望
地

点
か
ら
の

眺
望
の

変
化
の

程
度

 

近
景
域
で
は
、
計
画
建
築
物
は
駅
の
景
観
拠
点
に
お
け
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
出
現
し
、
既
存

建
築
物
及
び
周
辺
計
画
建
築
物
と
と
も
に
、
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
都
市
的
な
街
並
み
に
お
け
る
新
た
な

シ
ン
ボ
ル
と
し
て
視
認
さ
れ
る
と
考
え
る
。

 

中
景
域
、
遠
景
域
で
は
、
計
画
建
築
物
は
、
計
画
地
南
側
に
隣
接
す
る
「
ア
ル
フ
ァ
グ
ラ
ン
デ
小

岩
ス
カ
イ
フ
ァ
ー
ス
ト
」
及
び
小
岩
駅
北
口
の
「
東
京
グ
ラ
ン
フ
ァ
ー
ス
ト
」
等
を
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

と
す
る
駅
の
景
観
拠
点
の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
の
中
に
出
現
し
、
既
存
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
及
び
周
辺
計
画

建
築
物
と
と
も
に
、
都
市
的
な
街
並
み
に
お
け
る
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
視
認
さ
れ
る
と
考
え

る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
性
を
も
た
せ
た
景
観
を
つ
く
る
。

人
々
が
交
流
す
る
に
ぎ
わ
い
の
拠
点
と
な
る
景
観
を
つ
く
る
。
」
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

(
ｳ
)圧

迫
感
の

変
化
の

程
度

 

工
事
完
了
後
に
お
け
る
形
態
率
を
現
況
と
比
較
す
る
と
、
地
域
全
体
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
現
況

よ
り

4
.
9～

14
.
1ポ
イ
ン
ト
増
加
し
、
計
画
地
内
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
現
況
よ
り

4
.
7～

13
.6
ポ
イ

ン
ト
増
加
す
る
。

 

本
事
業
に
お
い
て
は
、
既
存
道
路
の
拡
幅
整
備
に
よ
る
歩
道
の
拡
幅
に
加
え
、
計
画
建
築
物
の
配

置
に
あ
た
っ
て
壁
面
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
計
画
建
築
物
の
周
囲
に
ゆ
と
り
の
あ
る
歩
行
者

空
間
を
確
保
す
る
。

 

ま
た
、
計
画
地
内
の
空
地
の
緑
化
を
推
進
し
、
植
物
の
緑
に
よ
り
歩
行
者
の
視
野
を
和
ら
げ
る
計

画
で
あ
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
圧
迫
感
の
軽
減
を
図
る
こ
と
」
を
満
足
す
る
も
の
と

考
え
る
。

 

1
0
.自
然
と
の

触
れ
合
い

活
動
の
場

 

工事の施行中
 

(
ｱ
)自

然
と
の

触
れ
合

い
活
動
の

場
ま
で

の
利
用

経
路
に

与
え

る
影
響

の
程
度

 

本
事
業
で
は
、
工
事
の
施
行
中
に
お
い
て
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
ま
で
の
利
用
経
路
上

に
工
事
用
車
両
出
入
口
を
設
け
る
計
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
ま
で
の

利
用
経
路
に
影
響
を
与
え
る
状
況
が
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
工
事
用
車
両
出
入
口
の
管
理

に
あ
た
っ
て
は
交
通
誘
導
員
を
適
切
に
配
置
し
て
経
路
利
用
者
の
安
全
に
十
分
配
慮
す
る
と
と
も

に
安
全
な
歩
行
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
ま
で
の
利
用
経
路

へ
の
影
響
は
軽
減
で
き
る
と
考
え
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場
ま
で
の
利
用
経
路
に

対
し
、
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
」
を
満
足
す
る
と
評
価
す
る
。
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表
１
 
(
8)
 
環
境

に
及
ぼ

す
影
響

の
評
価

の
結
論

 

項
 
 
目
 

評
 
 
価

 
 
の

 
 
結

 
 
論
 

1
1
.廃
棄
物

 

工事の施行中
 

(
ｱ
)
建

設
工

事
に

伴
う

建
設

発
生

土
及

び
建

設
廃

棄
物

の
排

出
量

、
再

資
源

化
量

、
再

利
用

量
及

び

処
理
・
処

分
の
方

法
 

a
.
 伐

採
樹
木

の
発
生

量
 

伐
採
樹
木
の
発
生
量
は
約

2
0
5
本
と
予
測
し
、
目
標
と
す
る
再
資
源
化
率
は
約

9
9
％
と
予
測
す

る
。
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
は
チ
ッ
プ
化
に
よ
る
製
紙
・
パ
ル
プ
・
堆
肥
等
減
量
へ
の
マ
テ
リ
ア
ル
リ

サ
イ
ク
ル
や
、
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
、
ペ
レ
ッ
ト
等
の
サ
ー
マ
ル
リ
サ
イ
ク
ル
と
し
て
の
利
用
を
検

討
し
、
再
資
源
化
を
行
う
計
画
で
あ
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
係
法
令
等
に
示
さ
れ
た
事
業
者
の
責
務
を
果
た
し
、
指
標
と
し
た
「
東

京
都
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
計
画
」
の
目
標
値
を
達
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

b
.
 撤

去
建
造

物
等
の

解
体
に
伴

う
廃
棄

物
 

撤
去
建
造
物
等
の
解
体
に
伴
う
廃
棄
物
の
排
出
量
は
約

44
,
90
0t
と
予
測
し
、
目
標
と
す
る
再
資

源
化
量
は
約

4
4
,3
0
0t
と
予
測
す
る
。
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
は
分
別
を
徹
底
し
、
種
類
に
応
じ
て
保
管
、

排
出
、
再
利
用
促
進
及
び
不
用
材
の
減
量
を
図
る
等
、
で
き
る
限
り
排
出
抑
制
・
再
資
源
化
に
努

め
る
。
再
資
源
化
が
困
難
な
場
合
に
は
、
運
搬
・
処
分
の
許
可
を
得
た
業
者
に
委
託
し
て
適
正
に

処
理
・
処
分
を
行
い
、
適
正
に
処
理
を
行
っ
て
い
る
事
実
を
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
り
管
理
す
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
係
法
令
等
に
示
さ
れ
た
事
業
者
の
責
務
を
果
た
し
、
指
標
と
し
た
「
東

京
都
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
計
画
」
の
目
標
値
を
達
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

 

c
.
 建

設
発
生

土
 

建
設
発
生
土
の
排
出
量
は
約

2
11
,
2
50
m
3と
予
測
し
、
目
標
と
す
る
再
利
用
量
は
約

1
85
,
90
0
m3

と
予
測
す
る
。

 

建
設
発
生
土
は
、
現
場
内
利
用
等
で
で
き
る
限
り
排
出
抑
制
・
有
効
利
用
に
努
め
る
。
現
場
内

で
の
有
効
利
用
が
困
難
な
場
合
に
は
、
受
け
入
れ
機
関
の
受
け
入
れ
基
準
へ
の
適
合
を
確
認
し
た

上
で
場
外
搬
出
す
る
こ
と
に
よ
り
適
正
に
処
分
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
係
法
令
等
に
示
さ
れ
た
事
業
者
の
責
務
を
果
た
し
、
指
標
と
し
た
「
東

京
都
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
計
画
」
の
目
標
値
を
達
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

d
.
 建

設
工
事

に
伴
う

廃
棄
物
（

建
設
汚

泥
以
外

）
 

建
設
工
事
に
伴
う
廃
棄
物
の
排
出
量
は
約

4,
9
00
t
と
予
測
し
、
目
標
と
す
る
再
資
源
化
量
は
約

4
,
6
00
t
と
予
測
す
る
。

 

こ
れ
ら
の
廃
棄
物
は
分
別
を
徹
底
し
、
種
類
に
応
じ
て
保
管
、
排
出
、
再
利
用
促
進
及
び
不
用

材
の
減
量
を
図
る
等
、
で
き
る
限
り
排
出
抑
制
・
再
資
源
化
に
努
め
る
。
再
資
源
化
が
困
難
な
場

合
に
は
、
運
搬
・
処
分
の
許
可
を
得
た
業
者
に
委
託
し
て
適
正
に
処
理
・
処
分
を
行
い
、
適
正
に

処
理
を
行
っ
て
い
る
事
実
を
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
り
管
理
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
係
法
令
等
に
示
さ
れ
た
事
業
者
の
責
務
を
果
た
し
、
指
標
と
し
た
「
東

京
都
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
計
画
」
の
目
標
値
を
達
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

e
.
 建

設
工
事

に
伴
う

廃
棄
物
（

建
設
汚

泥
）

 

建
設
汚
泥
の
排
出
量
は
約

3
5,
99
5
m
3と
予
測
し
、
目
標
と
す
る
再
資
源
化
量
は
約

3
4,
5
60
m
3
と
予

測
す
る
。

 

発
生
し
た
建
設
汚
泥
の
う
ち
、
再
資
源
化
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
運
搬
・
処
分
の
許
可

を
得
た
業
者
に
委
託
し
て
適
正
に
処
理
・
処
分
を
行
う
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
係
法
令
等
に
示
さ
れ
た
事
業
者
の
責
務
を
果
た
し
、
指
標
と
し
た
「
東

京
都
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
推
進
計
画
」
の
目
標
値
を
達
成
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

 

 

表
１

 
(
9)
 
環
境

に
及

ぼ
す
影

響
の
評
価

の
結
論

 

項
 

 
目
 

評
 
 
価

 
 
の

 
 
結

 
 
論

 

1
1
.廃
棄
物

 

工事の完了後
 

(
ｱ
)
施

設
の

供
用

に
伴

う
廃

棄
物

の
種

類
、

排
出

量
、

再
資

源
化

量
、

再
利

用
量

及
び

処
理

・
処

分

の
方
法

 

施
設
の
供
用
に
伴
う
集
合
住
宅
以
外
か
ら
発
生
す
る
事
業
系
廃
棄
物
の
排
出
量
は
、
約

4
,6

1
9kg

/

日
と
予
測
し
、
目
標
と
す
る
再
資
源
化
量
は
、
約

1
,3

8
6k
g
/日
と
予
測
す
る
。

 

発
生
す
る
事
業
系
廃
棄
物
は
、
建
物
内
に
設
置
す
る
保
管
場
所
に
分
別
、
保
管
し
、
廃
棄
物
処
理

業
の
許
可
を
受
け
た
業
者
に
委
託
し
、
適
正
に
処
理
・
処
分
す
る
計
画
で
あ
る
。
ま
た
、
事
業
か
ら

の
廃
棄
物
の
排
出
量
を
抑
制
す
る
た
め
、
テ
ナ
ン
ト
等
へ
の
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
、
「
東
京
都
廃
棄
物
条
例
」
、
「
葛
飾
区
廃
棄

物
の
処
理
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
条
例
」
等
の
法
令
を
遵
守
す
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
係
法
令
等
に
示
さ
れ
た
事
業
者
の
責
務
を
果
た
す
も
の
と
考
え
る
。

 

1
2
.温
室
効
果

 

ガ
ス

 

工事の完了後
 

(
ｱ
)
施

設
の

供
用

に
伴

う
環

境
へ

の
温

室
効

果
ガ

ス
の

排
出

量
又

は
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
使

用
量

の
程

度

及
び
そ
れ

ら
の
削

減
の
程

度
 

本
事
業
に
お
け
る
基
準
建
築
物
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
は
約

3
,3
6
8t

-
CO

2 /年
、
計
画
建
築
物

か
ら
の
二
酸
化
炭
素
排
出
量
は
約

2
,6
9
4t

-
CO

2 /年
で
あ
り
、
基
準
建
築
物
と
比
較
し
た
二
酸
化
炭
素

排
出
量
の
削
減
量
は
約

67
4
t-

CO
2 /
年
と
予
測
さ
れ
る
。

 

本
事
業
で
は
、
空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
チ
ラ
ー
等
の
高
効
率
機
器
の
採
用
や
、
空
調
換
気
・
照
明
設

備
シ
ス
テ
ム
を
高
効
率
化
す
る
こ
と
で
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
化
を
図
る
計
画
で
あ
る
。
ま
た
、
「
環
境
確

保
条
例
」
に
基
づ
く
建
築
物
環
境
計
画
書
を
作
成
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
の
合
理
化
、
自
然
環
境
の

保
全
及
び
ヒ
ー
ト
ア
イ
ラ
ン
ド
の
緩
和
に
努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
、
「
環
境
確
保
条
例
」
に
示

さ
れ
る
「
事
業
者
の
責
務
」
、
「
東
京
都
建
築
物
環
境
配
慮
指
針
」
に
示
さ
れ
る
「
建
築
主
の
責
務
」

を
果
た
す
も
の
と
考
え
る
。
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豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
四
十
五
番
一
号

イ　

板
橋
区
資
源
環
境
部
環
境
政
策
課

板
橋
区
板
橋
二
丁
目
六
十
六
番
一
号

ウ　

練
馬
区
環
境
部
環
境
課

練
馬
区
豊
玉
北
六
丁
目
十
二
番
一
号

エ　

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号　

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

オ　

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号　

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七　

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠　

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営
サ
ー
ビ
ス
に

よ
り
提
供
さ
れ
る
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
「
電
子
申
請
サ

ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
）

㈡　

記
載
事
項

ア　

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ　

対
象
事
業
の
名
称

ウ　

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢　

期
限

令
和
六
年
六
月
十
三
日

㈣　

提
出
先

ア　

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三
―
八
〇
〇
一　

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

取
締
役
社
長　

都
筑　

豊

墨
田
区
押
上
一
丁
目
一
番
二
号

三　

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

池
袋
駅
西
口
地
区
及
び
池
袋
駅
直
上
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業

高
層
建
築
物
の
設
置

四　

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
に
位
置
す
る
敷

地
面
積
約
三
万
三
千
四
百
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
に
、
業
務
施
設
、

商
業
施
設
、
宿
泊
施
設
、
住
宅
、
駅
施
設
、
公
共
公
益
施
設
、
駐

車
場
等
の
機
能
を
持
っ
た
高
層
建
築
物
を
建
設
す
る
も
の
で
あ
り
、

計
画
地
は
、
条
例
第
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
「
良
好
な
環
境

を
確
保
し
つ
つ
都
市
機
能
の
高
度
化
を
推
進
す
る
地
域
」
（
特
定

の
地
域
）
に
位
置
し
て
い
る
。

五　

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
日
影
、
電
波
障
害
、

風
環
境
及
び
景
観
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の

と
お
り
で
あ
る
。

六　

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠　

期
間

令
和
六
年
四
月
三
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
九
日
ま
で
。
た

だ
し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を

除
く
。

㈡　

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢　

場
所

ア　

豊
島
区
環
境
清
掃
部
環
境
保
全
課

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
六
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
池
袋
駅
西
口
地
区
及
び
池
袋
駅
直
上
西
地
区
第
一
種
市
街
地
再

開
発
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評
価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」

と
い
う
。
）
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
り
、
条
例
第
四
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
段
階
関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、
条

例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

豊
島
区

池
袋
一
丁
目
、
池
袋
二
丁
目
、
池
袋
三
丁
目
、
池
袋

四
丁
目
、
上
池
袋
二
丁
目
、
東
池
袋
一
丁
目
、
東
池

袋
二
丁
目
、
東
池
袋
三
丁
目
、
東
池
袋
四
丁
目
、
南

池
袋
一
丁
目
、
南
池
袋
二
丁
目
、
南
池
袋
三
丁
目
、

目
白
二
丁
目
、
目
白
三
丁
目
、
西
池
袋
一
丁
目
、
西

池
袋
二
丁
目
、
西
池
袋
三
丁
目
、
西
池
袋
四
丁
目
、

西
池
袋
五
丁
目
、
高
松
一
丁
目
、
高
松
二
丁
目
、
高

松
三
丁
目
、
千
川
一
丁
目
、
千
川
二
丁
目
、
要
町
一

丁
目
、
要
町
二
丁
目
、
要
町
三
丁
目
、
千
早
一
丁	

目
、
千
早
二
丁
目
、
千
早
三
丁
目
、
千
早
四
丁
目
、

長
崎
五
丁
目
及
び
長
崎
六
丁
目
の
区
域

板
橋
区

大
谷
口
一
丁
目
、
大
谷
口
二
丁
目
、
向
原
一
丁
目
、

向
原
三
丁
目
及
び
南
町
の
区
域

練
馬
区

旭
丘
二
丁
目
の
区
域

二　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
池
袋
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
準
備
組
合

理
事
長　

後
藤　

文
男

豊
島
区
池
袋
一
丁
目
十
八
番
二
号

東
武
鉄
道
株
式
会
社
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八
番
一
号

イ　

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https://w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp/assessm
e	

nt/reading_guide/

・・
環環
境境
にに
及及
ぼぼ
すす
影影
響響
のの
評評
価価
のの
結結
論論
  

対
象
事
業
の
実
施
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
事
業
計
画
の
内
容
や
計
画
地
及
び
周
辺
の
状
況
を
考
慮
し
た

上
で
環
境
影
響
評
価
の
項
目
を
選
定
し
、
現
況
調
査
並
び
に
予
測
・
評
価
を
行
っ
た
。
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の

結
論
は
、
表

1
(
1)
～

(3
)
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
 

表
1
(
1)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目

 
評
価
の
結
論

 

1
.
 大
気
汚
染

 
≪
工
事
の
施
行
中
≫

 
【
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度
】

 
二
酸
化
窒
素
に
つ
い
て
、

B
棟
及
び

C
棟
工
事
期
間
に
お
け
る
建
設
機
械
か
ら
の
排
出
量
が
最
大
と

な
る
時
期
に
お
い
て
予
測
を
行
っ
た
結
果
、
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度

(年
平
均
値

)を
日
平
均
値

(年
間

9
8
%値

)に
換
算
し
た
値
は

0
.
073

p
p
m
で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(0.
0
4
か
ら

0
.0
6
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た

は
そ
れ
以
下

)
を
上
回
る
。
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
寄
与
率
は

7
1.
6
%で
あ
る
。

 
A
棟
及
び

B
棟
工
事
期
間
に
お
け
る
建
設
機
械
か
ら
の
排
出
量
が
最
大
と
な
る
時
期
に
お
い
て
予
測

を
行
っ
た
結
果
、
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(年
間

9
8%
値

)
に
換
算
し
た
値
は

0
.
0
83

p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0.
0
4
か
ら

0.
0
6p
p
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下

)を
上
回
る
。

建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
寄
与
率
は

7
6
.0

%で
あ
る
。

 
ま
た
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
つ
い
て
、
B
棟
及
び

C
棟
工
事
期
間
に
お
け
る
建
設
機
械
か
ら
の
排
出
量

が
最
大
と
な
る
時
期
に
お
い
て
予
測
を
行
っ
た
結
果
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を

日
平
均
値

(
2%
除
外
値

)に
換
算
し
た
値
は

0
.0

5
0m
g
/m

3で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0
.1
0
mg
/
m
3以
下

)を
下

回
る
。
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
寄
与
率
は

3
2
.3

%で
あ
る
。

 
A
棟
及
び

B
棟
工
事
期
間
に
お
け
る
建
設
機
械
か
ら
の
排
出
量
が
最
大
と
な
る
時
期
に
お
い
て
予
測

を
行
っ
た
結
果
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
2%
除
外
値

)
に
換
算
し
た

値
は

0
.
05

4
mg
/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0.
1
0m
g
/m

3以
下

)を
下
回
る
。
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
寄

与
率
は

37
.
4%
で
あ
る
。

 
工
事
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
建
設
機
械
に
よ
る
寄
与
率
を
極
力
少
な
く
す
る
た
め
、
事
前
に
作
業

計
画
を
十
分
検
討
し
、
建
設
機
械
の
集
中
稼
働
を
避
け
た
作
業
の
平
準
化
に
努
め
、
最
新
の
排
出
ガ
ス

対
策
型
の
建
設
機
械
の
使
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
建
設
機
械
の
不
必
要
な
ア
イ
ド
リ
ン
グ
の
防
止
等

に
よ
り
、
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
影
響
の
低
減
に
努
め
る
。

 
 

【
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度
】

 
予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
年
間

9
8
%
値

)
に
換
算
し
た
値
は

0
.
0
35

p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0.
0
4
か
ら

0.
0
6p
p
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下

)を
下
回
る
。

工
事
用
車
両
の
走
行
に
よ
る
寄
与
率
は

0.
1
%未
満
～

1
.
0%
で
あ
る
。

 
ま
た
、
予
測
し
た
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
2%
除
外
値

)
に
換
算
し

た
値
は

0.
0
33

m
g/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0
.1
0
mg
/
m
3以
下

)
を
下
回
る
。
工
事
用
車
両
の
走
行
に
よ

る
寄
与
率
は

0
.
1%
未
満
で
あ
る
。

 
 

≪
工
事
の
完
了
後
≫

 
【
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度
】

 
予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
年
間

9
8
%
値

)
に
換
算
し
た
値
は

0
.
0
35

p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0
.0
4～

0
.0
6
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下

)を
下
回
る
。
関

連
車
両
の
走
行
に
よ
る
寄
与
率
は

0
.1
%未
満
～

0.
3
%で
あ
る
。

 
ま
た
、
予
測
し
た
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
2%
除
外
値

)
に
換
算
し

た
値
は

0.
0
33

m
g/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0
.1
0
mg
/
m
3以
下

)
を
下
回
る
。
関
連
車
両
の
走
行
に
よ
る

寄
与
率
は

0
.1
%
未
満
で
あ
る
。

 
 

【
地
下
駐
車
場
の
供
用
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度
】

 
予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
年
間

9
8
%
値

)
に
換
算
し
た
値
は

0
.
0
36

p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0
.0
4～

0
.0
6
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下

)を
下
回
る
。
地

下
駐
車
場
の
供
用
に
伴
う
寄
与
率
は

5
.
0%
で
あ
る
。

 
ま
た
、
予
測
し
た
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
2%
除
外
値

)
に
換
算
し

た
値
は

0.
0
35

m
g/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0
.1
0
mg
/
m
3以
下

)
を
下
回
る
。
地
下
駐
車
場
の
供
用
に
伴

う
寄
与
率
は

0
.
2%
で
あ
る
。

 
 

【
熱
源
施
設
の
稼
働
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度
】

 
予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度

(
年
平
均
値

)
を
日
平
均
値

(
年
間

9
8
%
値

)
に
換
算
し
た
値
は

0
.
0
35

p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
値

(
0
.0
4～

0
.0
6
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下

)を
下
回
る
。
熱

源
施
設
の
稼
働
に
伴
う
寄
与
率
は

2
.1

%で
あ
る
。

 

別
記
（
原
文
の
ま
ま
記
載
）
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1
(
2)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目

 
評
価
の
結
論

 

2
.
 騒
音
・
振
動

 
≪
工
事
の
施
行
中
≫

 
【
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
騒
音
】

 
B
棟
及
び

C
棟
工
事
期
間
の
う
ち
解
体
工
事
を
対
象
と
し
た
建
設
作
業
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
工
事
着

工
後

2
6
ヶ
月
目
で

B
棟
敷
地
境
界
南
側
付
近
に
お
い
て
最
大

8
4
d
B、
建
設
工
事
を
対
象
と
し
た
建
設

作
業
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
工
事
着
工
後

4
9、

50
ヶ
月
目
で

B
棟
敷
地
境
界
北
側
付
近
に
お
い
て
最
大

7
8
d
B
で
あ
り
、
勧
告
基
準
値
（

8
5
d
B
及
び

80
d
B）
を
下
回
る
。
ま
た
、
A
棟
工
事
期
間
の
う
ち
解
体

工
事
を
対
象
と
し
た
建
設
作
業
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
工
事
着
工
後

1
0
7、

1
08
ヶ
月
目
で
西
側
仮
囲
い
境

界
北
側
付
近
に
お
い
て
最
大

82
d
B、
建
設
工
事
を
対
象
と
し
た
建
設
作
業
の
騒
音
レ
ベ
ル
は
工
事
着

工
後

1
16
ヶ
月
目
で
西
側
仮
囲
い
境
界
北
側
付
近
に
お
い
て
最
大

80
d
B
で
あ
り
、
勧
告
基
準
値（

8
5
dB

及
び

8
0
dB
）
以
下
と
な
る
。

 
ま
た
、
建
設
機
械
の
稼
働
が
一
時
的
に
集
中
し
な
い
よ
う
工
事
工
程
を
平
準
化
す
る
等
に
よ
り
、
さ

ら
な
る
建
設
作
業
騒
音
の
低
減
に
努
め
る
。

 
 

【
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
振
動
】

 
B
棟
及
び

C
棟
工
事
期
間
の
う
ち
解
体
工
事
を
対
象
と
し
た
建
設
作
業
の
振
動
レ
ベ
ル
は
工
事
着

工
後

2
6
ヶ
月
目
で

B
棟
敷
地
境
界
南
側
付
近
に
お
い
て
最
大

6
9
d
B、
建
設
工
事
を
対
象
と
し
た
建
設

作
業
の
振
動
レ
ベ
ル
は
工
事
着
工
後

4
9、

50
ヶ
月
目
で

C
棟
敷
地
境
界
西
側
付
近
に
お
い
て
最
大

6
8
d
B 
で
あ
り
、
勧
告
基
準
値

(7
5
d
B
及
び

70
d
B)
を
下
回
る
。
ま
た
、
A
棟
工
事
期
間
の
う
ち
解
体
工

事
を
対
象
と
し
た
建
設
作
業
の
振
動
レ
ベ
ル
は
工
事
着
工
後

1
07
、
10

8
ヶ
月
目
で
西
側
仮
囲
い
境
界

北
側
付
近
に
お
い
て
最
大

71
dB
、
建
設
工
事
を
対
象
と
し
た
建
設
作
業
の
振
動
レ
ベ
ル
は
工
事
着
工

後
1
1
6
ヶ
月
目
で
西
側
仮
囲
い
境
界
北
側
付
近
に
お
い
て
最
大

7
0
dB
で
あ
り
、
勧
告
基
準
値

(
75

d
B

及
び

7
0
dB

)
 以
下
と
な
る
。

 
ま
た
、
建
設
機
械
の
稼
働
が
一
時
的
に
集
中
し
な
い
よ
う
工
事
工
程
を
平
準
化
す
る
等
に
よ
り
、
さ

ら
な
る
建
設
作
業
騒
音
の
低
減
に
努
め
る
。

 
 

【
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
騒
音
】

 
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
騒
音
レ
ベ
ル

(L
A
e
q )は
、
昼
間

6
3～

68
d
B
で
あ
り
、
全
て

の
地
点
で
環
境
基
準
を
満
足
し
て
い
る
。
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
騒
音
レ
ベ
ル
の
増
加
分
は
、
1

未
満
～

2d
B
で
あ
る
。

 
ま
た
、
工
事
用
車
両
が
一
時
的
に
集
中
し
な
い
よ
う
工
事
工
程
を
平
準
化
す
る
等
に
よ
り
、
さ
ら
な

る
道
路
交
通
騒
音
の
低
減
に
努
め
る
。

 
 

【
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
振
動
】

 

工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
の
振
動
レ
ベ
ル

(
L
1
0 )
は
、
昼
間

4
6
～

53
d
B
、
夜
間

4
4
～

4
6
d
B
で
あ
り
、
全
て
の
地
点
で
規
制
基
準
値

(
昼
間

65
d
B、
夜
間

6
0d
B
)を
下
回
る
。
工
事
用
車
両
の

走
行
に
伴
う
振
動
レ
ベ
ル
の
増
加
分
は
、
昼
間
は

1
未
満
～

2
dB
、
夜
間
は

1
未
満
～

1
dB
で
あ
る
。

 

ま
た
、
工
事
用
車
両
が
一
時
的
に
集
中
し
な
い
よ
う
工
事
工
程
を
平
準
化
す
る
等
に
よ
り
、
さ
ら
な

る
道
路
交
通
振
動
の
低
減
に
努
め
る
。

 

 

3
.
 日

 
影

 
≪
工
事
の
完
了
後
≫

 
計
画
建
築
物
に
よ
り

2
.5
時
間
以
上
の
日
影
が
生
じ
る
と
予
測
さ
れ
る
範
囲
は
、
計
画
地
の
北
西

方
向
に
約

3
00

m
程
度
の
範
囲
に
生
じ
て
い
る
が
、
計
画
地
及
び
そ
の
周
辺
は
商
業
地
域
に
指
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
影
規
制
対
象
区
域
外
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
計
画
建
築
物
の
存
在
に
よ

り
日
影
規
制
を
超
え
る
日
影
は
生
じ
な
い
。

 
計
画
地
周
辺
地
域
へ
の
日
影
の
影
響
を
低
減
す
る
た
め
、
計
画
地
北
西
側
に
交
通
広
場
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
計
画
建
築
物

B
棟
を
計
画
地
南
東
側
に
、
C
棟
を
計
画
地
南
西
側
に
配
置
す
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
計
画
建
築
物

A
棟
、
B
棟
及
び

C
棟
の
間
隔
を
開
け
、
壁
面
長
さ
を
抑
え
た
計
画
と
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
冬
至
日
に
お
い
て
、
4
時
間
以
上
の
日
影
が
生
じ
る
範
囲
及
び

2
.5
時
間
以
上
の

日
影
が
生
じ
る
範
囲
は
、
概
ね
計
画
地
の
北
側
の
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ
り
、
日
影
の
影
響
を
低
減
し
て

い
る
と
考
え
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
東
京
都
日
影
に
よ
る
中
高
層
建
築
物
の
高
さ
の
制
限
に

関
す
る
条
例
」
に
定
め
る
日
影
規
制
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 
 

  

表
1
(
3)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目

 
評
価
の
結
論

 

4
.
 電
波
障
害

 
≪
工
事
の
完
了
後
≫

 
計
画
建
築
物
に
よ
り
、
計
画
地
西
北
西
方
向
に
お
い
て
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
か
ら
の
地
上
デ
ジ
タ

ル
放
送
の
遮
へ
い
障
害
が
、
計
画
地
北
西
方
向
に
お
い
て
、
反
射
障
害
が
生
じ
る
と
予
測
す
る
。
ま
た
、

計
画
地
北
東
側
及
び
北
北
東
側
に
お
い
て
、
衛
星
放
送
の
遮
へ
い
障
害
が
生
じ
る
と
予
測
す
る
。

 
計
画
建
築
物
に
よ
る
テ
レ
ビ
電
波
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
活
用
等
の

適
切
な
テ
レ
ビ
電
波
受
信
障
害
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
テ
レ
ビ
電
波
障
害
の
影
響
は
解
消
す

る
と
考
え
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
テ
レ
ビ
電
波
の
受
信
障
害
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
」
を
満

足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 
 

5
.
 風
環
境

 
≪
工
事
の
完
了
後
≫

 
計
画
建
築
物
の
存
在
（
建
設
後
（
対
策
前
））
に
お
い
て
、
計
画
地
内
に
領
域

C（
中
高
層
市
街
地

相
当
の
風
環
境
）
が

1
地
点
出
現
す
る
が
、
防
風
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
計
画
地
及
び
そ
の

周
辺
は
、
全
て
の
地
点
で
領
域

A（
住
宅
地
相
当
の
風
環
境
）
及
び
領
域

B（
低
中
層
市
街
地
相
当
の

風
環
境
）
の
風
環
境
に
な
る
と
予
測
す
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
計
画
地
及
び
周
辺
地
域
の
風
環
境
に
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
建
設
前
と
ほ
ぼ
同

様
の
領
域

A
及
び
領
域

B
に
相
当
す
る
風
環
境
が
維
持
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

 
 

6
.
 景

 
観

 
≪
工
事
の
完
了
後
≫

 
【
主
要
な
景
観
の
構
成
要
素
の
改
変
の
程
度
及
び
そ
の
改
変
に
よ
る
地
域
景
観
の
特
性
の
変
化
の
程
度
】
 

事
業
の
実
施
に
よ
り
、
現
状
の
事
務
所
建
築
物
及
び
専
用
商
業
施
設
を
主
体
と
し
た
中
高
層
建
築

物
が
多
く
立
地
す
る
都
市
景
観
に
大
き
な
変
化
は
な
い
が
、
池
袋
駅
に
隣
接
し
た
高
層
建
築
物
と
し

て
計
画
建
築
物
が
出
現
す
る
こ
と
で
、
計
画
建
築
物
が
池
袋
駅
周
辺
に
お
け
る
新
た
な
景
観
要
素
と

し
て
認
識
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

 
計
画
地
及
び
そ
の
周
辺
の
低
中
層
の
住
宅
、
事
務
所
建
築
物
等
を
中
心
と
し
た
市
街
地
景
観
を
呈

す
る
地
域
で
は
、
高
層
建
築
物
の
出
現
に
よ
り
、
都
市
景
観
と
市
街
地
景
観
が
一
体
と
な
っ
た
新
た
な

景
観
が
形
成
さ
れ
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
池
袋
駅
西
口
周
辺
の
景
観
形
成
方
針
、
及
び
景
観
形
成
基
準
と
の
整
合
が
図
ら

れ
る
も
の
と
考
え
る
。

 
 【
代
表
的
な
眺
望
地
点
か
ら
の
眺
望
の
変
化
の
程
度
】

 
近
景
域
及
び
中
景
域
に
お
い
て
は
、
主
に
計
画
建
築
物
が
視
野
に
占
め
る
割
合
は
比
較
的
大
き
く
、

池
袋
駅
西
口
の
新
た
な
顔
と
し
て
、
よ
り
都
市
的
な
眺
望
が
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

 
遠
景
域
に
お
い
て
は
、
周
辺
の
建
築
物
と
連
続
し
た
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
が
形
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
市

街
地
景
観
と
都
市
景
観
が
融
合
し
た
眺
望
が
形
成
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
代
表
的
な
眺
望
地
点
か
ら
の
景
観
に
つ
い
て
は
、
池
袋
駅
西
口
の
新
た
な
顔
と

し
て
、
よ
り
都
市
的
な
眺
望
が
形
成
さ
れ
、「
豊
島
区
景
観
計
画
」
に
定
め
る
「
池
袋
駅
西
口
周
辺
景

観
形
成
特
別
地
区
」
の
景
観
形
成
方
針
、
及
び
景
観
形
成
基
準
と
の
整
合
が
図
ら
れ
る
も
の
と
考
え

る
。

 
 【
圧
迫
感
の
変
化
の
程
度
】

 
圧
迫
感
の
指
標
で
あ
る
形
態
率
は
、
現
況
と
比
較
し
て
最
大

32.
6
ポ
イ
ン
ト
程
度
増
加
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
計
画
建
築
物
の
配
置
に
あ
た
っ
て
は
、
敷
地
境
界
か
ら
一
定
の
距
離
を
確
保
す
る
計

画
と
す
る
。
ま
た
、
複
数
の
広
場
状
空
間
と
そ
れ
を
つ
な
ぐ
歩
行
者
空
間
の
整
備
に
よ
り
駅
や
公
園
・

広
場
、
東
京
芸
術
劇
場
等
を
意
識
し
た
視
線
の
抜
け
が
創
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
建
物
低
層
部
で
は
壁

の
分
節
化
を
は
か
る
こ
と
で
、
計
画
建
築
物
に
よ
る
圧
迫
感
の
低
減
に
努
め
る
。

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
圧
迫
感
に
対
す
る
軽
減
が
図
ら
れ
、
評
価
の
指
標
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え

る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
の
位
置
、
区
域
及

び
面
積
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日東

京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

公　

園　

名

変
更
内
容

変
更
年
月
日

東
京
都
立
滝
山
公
園

別
図
⑴
の
と
お
り

令
和
六
年
五
月
一

日

東
京
都
立
狭
山
・
境
緑
道

別
図
⑵
の
と
お
り

同
日

東
京
都
立
中
藤
公
園

別
図
⑶
の
と
お
り

同
日

　

N

八王子市

高月町

丹木町

三丁目

昭島市

拝島町

六丁目

加住町一丁目

丹木町二丁目

別
図
⑴ 東

京
都
立
滝
山
公
園 

区
域
変
更
略
図 

 
 

 

変
更
箇
所 

八
王
子
市
高
月
町 

 
 

 
 

 
 

 

変
更
前
の
区
域 

面
積 

三
二
一
、
〇
五
五
・
六
二 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 

追
加
区
域 

 
 

面
積 
 

四
二
、
四
八
七
・
七
三 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
後
の
面
積 

三
六
三
、
五
四
三
・
三
五 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 



21 令和6年4月30日（火曜日） （第18052号）東　京　都　公　報

別
図
⑵ 東

京
都
立
狭
山
・
境
緑
道 

区
域
変
更
略
図 

 
 

 

変
更
箇
所 

東
大
和
市
清
水
一
丁
目 

 
 

 
 

 
 

 
変
更
前
の
区
域 

面
積 

八
四
、
四
一
二
・
五
九 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
追
加
区
域 

 
 

面
積 

 
 

 

一
四
八
・
九
六 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
後
の
面
積 

八
四
、
五
六
一
・
五
五 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

Ｎ

清水一丁目

東大和市

むさしやまと

おがわ

小金井街道

はなこがねい

都都立立狭狭山山・・境境緑緑道道

やさか

はぎやま

くめがわ

こだいら

小平市

案案内内図図

青梅街道

西武新宿線

西東京市
西武多摩湖線

東大和市
五日市街道

東村山市

新小金井街道
西武国分寺線

空堀川

新青梅街道

府中街道

追加区域

別
図
⑶ 東

京
都
立
中
藤
公
園 

区
域
変
更
略
図  

 
 

 

変
更
箇
所 

武
蔵
村
山
市
中
央
五
丁
目 

 
 

 
 

 
 

 

変
更
前
の
区
域 

面
積 

四
九
、
九
九
八
・
四
〇 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 

追
加
区
域 

 
 

面
積 

一
〇
、
六
九
八
・
八
五 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
後
の
面
積 

六
〇
、
六
九
七
・
二
五 

平
方
メ
ー
ト
ル 

 

本町

三丁目

本町

四丁目

多摩湖自転車歩行者道

所沢武蔵村山立川線

本町

五丁目

埼玉県所沢市

中藤三丁目

N

武蔵村山市

中央五丁目

東大和市 多摩湖三丁目

中藤二丁目

中藤四丁目

中央四丁目

多摩湖六丁目
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代
表
取
締
役　

宮
谷　

祐
介

立
川
市
一
番
町
四
丁
目
三
十
七
番

八
（
第
一
工
区
）

立
川
市
泉
町
九
百
三
十
五
番
地

の
二
十
八

大
和
ハ
ウ
ス
工
業
株
式
会
社

　

支
配
人　
　
　

稲
村　

敏
伸

稲
城
市
大
字
押
立
字
下
関
九
百
六

十
番
、
九
百
六
十
一
番
一
及
び
九

百
六
十
二
番
か
ら
九
百
六
十
四
番

ま
で

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

　

代
表
取
締
役　

佐
藤　

千
尋

稲
城
市
大
字
大
丸
字
一
号
六
十
八

番
七
か
ら
同
番
九
ま
で

武
蔵
野
市
境
南
町
三
丁
目
八
番

三
号

住
宅
新
興
事
業
協
同
組
合

　

代
表
理
事　
　

築
地　

重
彦

武
蔵
野
市
境
南
町
三
丁
目
八
百
三

十
五
番
三
の
一
部

武
蔵
野
市
境
南
町
三
丁
目
十
五

番
二
十
四
号

　

根
岸　

依
子

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
六
年
四
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

茂　

木　

竜　

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

あ
き
る
野
市
伊
奈
字
柴
木
九
百
八

十
番
三
か
ら
同
番
五
ま
で
及
び
九

百
八
十
一
番
三
か
ら
同
番
六
ま
で

港
区
高
輪
三
丁
目
二
十
二
番
九

号タ
マ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

　

代
表
取
締
役　

玉
木　

伸
弥

青
梅
市
今
井
二
丁
目
千
八
十
五
番

一

羽
村
市
小
作
台
二
丁
目
十
八
番

地
八

株
式
会
社
西
武
住
販

　

代
表
取
締
役　

根
岸　

美
雪

国
分
寺
市
新
町
三
丁
目
二
十
四
番

一
の
一
部

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
五
番
地
一

武
蔵
開
発
株
式
会
社

　

代
表
取
締
役　

深
松　
　

優

福
生
市
大
字
福
生
字
奈
賀
六
百
九

十
七
番
一
の
一
部
、
同
番
九
、
同

番
十
一
の
一
部
、
同
番
十
二
及
び

同
番
十
四
の
一
部

福
生
市
大
字
福
生
六
百
九
十
六

番
地

　
　
　
　
　
　
　

清
水　

長
治

青
梅
市
新
町
六
丁
目
十
六
番
二

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一

号青
梅
開
発
特
定
目
的
会
社

　

取
締
役　
　
　

西
川　

康
洋

立
川
市
一
番
町
三
丁
目
三
十
一
番

一
及
び
同
番
四

立
川
市
幸
町
一
丁
目
二
十
一
番

地
一

株
式
会
社
ア
ス
テ
ィ
ー
ク

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

七
〇

六
、
六
〇
〇


